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日本医労連「２０２５年度夜勤実態調査」は、３２４施
設の結果をまとめることができました。ご協力いた
だいた皆様に感謝申し上げます。
さて、日本医労連は、看護職員の深刻な人手不足

と、それによって厳しい働き方を余儀なくされてい
る実態を世論に訴えるとともに、政府に対し大幅増
員・夜勤改善をはじめとする早急な対策を求めてき
ました。しかし、社会保障費抑制政策のもと、私た
ちが求める施策は未だ講じられていません。その結
果、退職者は後を絶たず、退職者分を補うだけの採
用者も確保できずにさらに深刻な人手不足に陥って
いる医療機関も少なくありません。このままでは医
療提供体制の維持も困難になります。地域医療を守
るためにも、早急な対策が必要です。

依然として厳しい夜勤実態

今年度の調査でも、長時間「２交替」夜勤実施病
棟の割合は前年度から４．１ポイント増加し、５４．８％
と過去最多となりました。
そのうち健康面にも安全性にもリスクの高い「１６

時間以上夜勤」を実施している病棟は４７．５％、看護
職員数の４６．０％と、前年度から若干減少したものの
高止まりしています。
「３交替」夜勤実施病棟が減少していることもあ
り、「３交替」平均夜勤日数は７．７６日（前年７．８５日）、
月９日以上も２４．６％（２６．９％）と減少傾向にはある
ものの、「２交替」は実施病棟の増加に伴い、平均
夜勤回数も４．１１回（４．０９回）と増加しています。
「２交替」の月４．５回以上は３７．０％（３８．５％）と前

年より減少していますが、ＩＣＵ（集中治療室）・Ｃ
ＣＵ（循環器疾患集中治療室）では「２交替」４．５回
以上が５９．１％（５７．９％）、「３交替」でも月９日以上
が４２．１％（４０．４％）と増加し、深刻な実態となって
います。

大幅増員で働き続けられる職場に

人手不足による過酷な働き方が続き看護職員の退
職は後を絶たず、夜勤稼働人員の確保も困難になる
などの理由により「２交替」職場が増え続けていま
すが、１回の勤務が８時間を超える長時間夜勤は、
働く者の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、集中力
が低下し、ヒヤリ・ハットに気づくのが遅れるなど
安全性にもリスクがあることは、さまざまな研究か
らも明らかになっています。安全・安心の医療・看
護を提供するためにも、労働者が健康に働き続ける
ためにも夜勤規制と大幅増員は待ったなしです。
看護職員は増加し、２０２０年には１７３万４，０００人と
なっている一方、病院で働く看護職員は徐々に減少
し全体の６８．９９％となっていることからも、夜勤は
避けられない病院での勤務が過酷であり、働き続け
られない環境であるということは明らかです。
日本医労連は今年度から２年間で「夜勤規制と大
幅増員をめざすアクションプラン」に取り組みます。
改めて長時間夜勤の有害性や国会請願署名の効力な
どの学習を広げるとともに運動をさらに強化し、安
全・安心の医療・看護が提供でき、労働者が健康に
働き続けられる職場を実現するため、ともに奮闘し
ましょう。

ささき えつこ

佐々木 悦子
日本医労連中央執行委員長
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離職防止と人材確保に着目

離職の背景

人手不足と離職意向

夜勤・交替制勤務の負担が離職につながる

夜勤・交替制勤務改善に関する研究に取り組む中
で、この１年では看護職場の離職防止や人材確保の
要望を、参加した学会や講演先でたびたび耳にした。
人手不足の話を聞くたびに、自分が伝える改善提案
が現場に刺さっていないかもしれないと不安におそ
われる。だが、労使どちらにも関心が高いというこ
とは、離職防止と人材確保の両輪で進める職場改善
が現場の負担軽減につながるだろう。

感情労働を行う看護師のバーンアウト（燃え尽き
症候群）１）やワークエンゲージメント（仕事にやりが
いや誇りを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を
得ている状態）２）が離職と関連することはこれまで
様々論じられているものの、対策は個人要因に向か
いがちだ。労働環境改善も対策の一つとして挙げら
れているが、その多くは長時間労働を防ぐこと止ま
りである。過重労働対策は、２０１９年４月１日から施
行の働き方改革関連法案で、時間外労働の上限規制
が罰則付きで導入され、勤務間インターバル制度が
努力義務で導入された３）。他には１人１年あたり５
日間の有給休暇の取得が義務づけられた。そのよう
な中で、看護職員の離職防止策としては、交替制の
改善による勤務間インターバルの確保や週休３日制
の導入、長時間夜勤での仮眠取得による疲労軽減な
ど、組織の加重労働改善の取り組みや効果検証が行

われ始めている。

医労連の労働実態調査４）では、仕事を辞めたい主
な理由（１１項目から３つまで選択）には夜勤・交替
制勤務による負担の大きさが関わっており、上位か
ら順に「人手不足で仕事がきつい」「賃金が安い」「思
うように休暇が取れない」「夜勤がつらい」「思うよ
うな看護ができず仕事の達成感がない」と続いてい
る。「人手不足で仕事がきつい」「思うように休暇が
とれない」と回答した看護職員の割合を勤務形態別
に見ると、３交替、２交替（夜勤は１６時間以上）、
２交替（夜勤は１２時間以上１６時間未満）で差は見ら
れず、いずれも日勤のみより大きい。休暇は２交替
よりも３交替でわずかに取りにくいようだが、そも
そも常日勤者に比べて交替勤務者は休暇を取りにく
いと感じている。年次有給休暇の取得率は看護職に
おいて「２０日以上」は６．４％しかおらず、「１０日以上」
でも５０．８％、「５日未満」は６．６％であった。

アンケートに回答した看護職員の２４％が仕事を辞
めたいと「いつも思う」と回答している結果にも驚
く。仕事を辞めたいと「いつも思う」割合は時間外
労働が長いほど、休憩時間が全く取れていないほど
大きいことは納得的だ。同様に、看護の仕事に対す
るやりがいを「全く感じない」は１２．８％に見られ、
こちらも時間外労働が長いほど、休憩時間が全く取

特別
寄稿

選ばれる職場をめざして
２０２５年度夜勤実態調査の結果を踏まえて

ま つ も と しゅん

松元 俊
労働安全衛生総合研究所主任研究員
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人手と夜勤回数に透ける看護職場の負担

２交替制化は人材確保につながる？

よくある質問に見る夜勤・交替制勤務の負担

れていないほど、その割合は上昇していた。時間外
労働は１日１時間程度にあたる月２０時間未満が
９１．１％であり、勤務形態別の分析はされていない
が、長時間残業者は全体的に少ない。対して、休憩
時間は３交替の準夜勤務だけ休憩時間が「取れてい
ない」は３５．５％と、日勤（２４．７％）、深夜勤務（２２．３％）、
２交替夜勤（１７．２％）、２交替夜勤の仮眠時間
（１６．８％）に比べて割合が大きかった。
以上の調査結果からは、労働時間や休日数よりも、

「人手不足で仕事がきつい（休憩がとれないことも
おそらく関連がある）」「思うように休暇が取れな
い」という、夜勤・交替制勤務を行うことと、付与
された有給休暇を活かせないことの負担が、やりが
いを阻害し、離職につながっている様子が見える。

今年の夜勤実態調査を見ると、施設の２交替比率
は年々上昇し、昨年の５０．７％から５４．８％に４．１ポイ
ントも上昇しており、ここ１０年のデータで最も上昇
率が大きい。それにも関わらず、２交替病棟では３
人以上の夜勤人数の比率は最大２．８ポイント増で、
ここ１０年間でほとんど増えていない。３交替病棟は
最大４．６ポイント増なので、人手がないと３交替制
を維持できず、２交替化が進む背景には人員不足が
あると推測される。また、病棟５０床当たりの看護職
員数が３交替（３４．８人）に比べて２交替（３７．０人）
で多いものの、夜勤回数は３交替で９日以上の割合
が２４．６％であるのに比べて、２交替では４．５回以上
の割合が３７．０％と大きい。つまり、２交替制は病院・
病棟の人員配置の問題はクリアできても、看護職員
個人の夜勤回数による負担は減らすことができてい
ないようだ。
労働実態調査４）では、「休日でも回復せずに、いつ
も疲れている」と「疲れが翌日に残ることが多い」
の回答が、日勤のみは７１．４％＜２交替（夜勤は１２時
間以上１６時間未満）は７８．４％＜２交替（夜勤は１６時
間以上）は７９．０％＜３交替は８２．６％であったことか
ら、一見して２交替化のような勤務制の変更が疲労
感を低減するようにも見える。しかし人手不足等を
理由とした、１回の勤務の長時間夜勤化や、休日を
増やす・とりやすくするような負担軽減を伴わな
い、消極的な交替制の変更は、さらなる離職者を増
やす悪循環を生じさせるのではないだろうか。

長時間夜勤のある２交替制の安全・健康問題につ
いて指摘しても、２交替制を導入していない職場を
新卒看護師が選ばない、見向きもしないと言われる
ことがここ数年で多くなった。２交替制が進む背景
には、筆者の聞く限りでは、シフトに入れる人員不
足やタクシーチケット費用削減などの採用や病院運
営上の理由に加えて、まとまった休み（勤務間イン
ターバル）の確保や通勤回数の削減などの現場職員
による希望の声も混じっている。だが、２交替夜勤
でも休憩や仮眠をとれていない割合が一定数あるこ
とを見ると、２交替化は長時間労働による負担と安
全上のリスクが大きくなると言わざるを得ない。２
交替でも１２時間夜勤と１６時間夜勤では勤務スケ
ジュールも大きく異なる。
新たな人材を確保しても職場に定着しなければ意
味がない。勤務制にかかわらず、まずは各職場の現
在の夜勤・交替制勤務の負担を軽減する方策を考え
ることを強く勧めたい。そして、勤務負担軽減の取
り組みと成果を職場内外に向けてアピールしていく
ことが、就職先として選ぶ際にも、就職後に職場に長
く残る際にも、今後は重要になってくるだろう。

講演でよく受ける質問や疑問についていくつか答
えてみたい。そこには、人材確保策や離職防止策の
ように、夜勤実態調査結果からは見えにくい、職場
や個人が抱える勤務の問題が現れていると考えてい
る。最近の講演内容は、医労連の意思統一集会の講
演録を見てほしい５）。

Ｑ．２交替では、１６時間夜勤が１２時間夜勤より悪い
のではないのか？
大学病院で行った調査では、１２時間夜勤では連続

夜勤で１１時間未満の短い勤務間インターバルが生じ
やすく、夜勤中の休憩・仮眠が確保しづらいことが
示された６）。また、夜勤の連続だけでなく、長日勤
やロング日勤と呼ばれる１２時間日勤の連続でも１１時
間未満の勤務間インターバルが見られた。主観的な
疲労感も１２時間日勤は、８時間日勤よりも大きく、
１２時間夜勤と差が見られなかった。ただし、１２時間
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夜勤と１６時間夜勤では疲労感に差は見られず、その
理由として１６時間夜勤では仮眠がとりやすいことが
影響していると考えられた。
また、１６時間夜勤中の９０分以上の仮眠取得が疲労

抑制に効果があったという調査結果では、長時間夜
勤では休憩時間の確保だけでなく、仮眠用のベッド
や静かな環境といった睡眠時間の確保策が必須であ
ることも示されている７）。仮眠休憩時間の保証だけ
ではなく、睡眠時間の保証がされないと十分な疲労
抑制効果は見込めない。
看護職場で３交替と２交替の睡眠や疲労を直接比

較するための実験や現場調査は難しく、今後も知見
が増える可能性は低い。そのため職場ごとの問題に
合った勤務制の検討や負担軽減策を講ずることが現
実的である。

Ｑ．まとめて夜勤を行った方が生体リズムも崩れ
ず、生活も組み立てやすいのでは？
模擬の連続夜勤時と飲酒時の注意集中度合いを比

較した実験では、８時間夜勤中の注意集中度がしら
ふと同じレベルになるまでに４日以上かかってい
た８）。作業能率では夜勤慣れに日数を要するようだ。
昼夜逆転生活では、生体リズムや睡眠環境から見て
眠りにくい昼間に主要な睡眠がとられるため、連続
夜勤前半の睡眠が不十分になる可能性が高い。
睡眠短縮を継続させる実験では、５時間未満の睡

眠を続けると注意集中度は３日目から大きく低下す
ることが示された９）。加えて、睡眠不足状態が１週
間続いた後に、休日となる８時間睡眠を３日続けて
も、注意集中度は実験前のレベルまで回復しなかっ
た。睡眠不足による「借金」はすぐには返済できな
い。
高齢マウスを用いた実験では、明暗サイクルを６

時間ずらす（シフトが変わる）操作を、７日間ごと
に行う条件よりも、４日間ごとに行う条件で８週間
後の死亡率が高いことが示された。また、どちらの
条件でも、明暗サイクルを変えない、または正循環
シフト（６時間遅らせる）よりも、逆循環シフト（６
時間早める）の死亡率がより高かった１０）。生体リズ
ムだけ見れば、正循環シフトでまとめて夜勤を行っ
た方が体に優しいように見える。しかし、実際の看
護職場で多く見られるようにシフトが３日以内に頻
繁に変わるような条件については検討されていない
ため、リズムが崩れにくい勤務制は不明だ。

しかし、連続夜勤や睡眠負債での注意集中度の変
化の結果と合わせて見ると、夜勤に体を慣らすより
も、こまめに疲労回復できない夜勤の連続は避けて、
可能な限り昼間に活動して夜間に睡眠をとる生活を
維持することが理想であると言えるだろう。医療従
事者では、連続夜勤の健康問題だけでなく、夜勤専
従や１カ月平均で１０回以上の夜勤を続けていると、
夜勤がほとんど無い条件と比べて心筋梗塞のリスク
が５０％以上も高くなる報告もあり１１）、短期的にも
長期的にも夜勤の連続や、夜勤に入る回数は少ない
に越したことはない。

Ｑ．正循環３交替は、準夜勤―深夜勤の間の休日は
よく寝られず、自由時間も少なく、休んだ気がし
ない
勤務後はある程度時間を置かないと眠れず、就床
時刻が深夜から早朝に近づくほど眠れなくなるた
め、特に準夜勤後は思うように睡眠がとれず辛い思
いをする可能性が高い１２，１３）。加えて、深夜勤前は、
自由な時間があっても仕事に備えて移動や活動を控
えることから、仕事に心身が拘束されやすい１４）。正
循環３交替は勤務間インターバルが確保され、交替
方向からみても体には優しいことがわかっているも
のの、導入に二の足を踏む理由は確かにある。
正循環３交替導入のカギとなるのは休日配置であ
ろう。ゆっくり休めず、自由に時間を使えない準夜
勤と深夜勤の間で、貴重な休日が消費されてしまう
という声は多い。公休や年次有給休暇を増やすこと
が理想だが、他にも年次有給休暇の取得率向上、休
日配置ルール（例えば夜勤前や後には必ず休日を配
置することなど）の見直し、週休３日制の導入など
考えられる。看護職を辞めたい理由の上位に「思う
ように休暇が取れない」ことがあるため、休日配置
の見直しが離職防止策になるだけでなく、勤務改善
にもつながると期待される。

Ｑ．シフトに個人の希望を反映させると勤務表作成
が難しくなる
２交替制と３交替制のどちらも行う施設が一定程
度あり、病棟単位でも多様な勤務制を選択できるよ
うになると良いかもしれない。２３年の本誌１５）でも紹
介した、交替勤務ガイドライン（信号機勧告）では、
希望するシフトの実現があることが負担軽減策の一
つに挙げられている。実用化されはじめているＡＩ

２０２５年度夜勤実態調査の結果を踏まえて
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シフトスケジューラーが普及すれば、今後はシフト
作成者の毎月の負担を増やすことなく、個人の勤
務・休日希望が反映されやすくなる。負担の大きな
シフトの組み合せを避けるように設定できる機能が
実装されたＡＩシフトスケジューラーが既に登場し
ており、実際に介護職場において逆循環シフトの回
避、連続勤務数の削減、勤務間インターバルの延

長、夜勤後の休日確保が自動で行われた。その結
果、ＡＩシフトスケジューラーを用いた月では、手
動でのシフトスケジュール作成の月よりも睡眠が改
善した１６）。

Ｑ．管理者にも夜勤・交替制勤務の問題を知ってほ
しい
安全衛生委員会活動の一つの議題として、職場ご
との勤務改善のニーズをすくい上げ、労使ともに夜
勤・交替制勤務の負担軽減策を話し合い実行するこ
とが、最終的に人材確保・離職防止への大きなア
ピールになるだろう。安全衛生委員会で、夜勤・交
替制勤務の問題抽出から負担軽減までを行うための
一連の方法については、筆者の所属する過労死等防
止調査研究センターが作成した冊子「職場の疲労カ
ウンセリングガイド」（図表）を利用してほしい。
近日中に過労死等防止調査研究セン
ターのポータルサイト（ＱＲコード）
で公開される予定だ。
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概 要

「２交替」職場では５割弱の病棟で、心身に与える影響や安全面でのリスクが高い「１６
時間以上の長時間夜勤」となっている

夜勤要員の不足が常態化していることにより、看護師確保法・基本指針に明記されてい
る「月８日以内（２交替では月４回以内）」の夜勤では収まらず、特にＩＣＵ（集中治
療室）・ＣＣＵ（冠疾患集中治療室）等では回数オーバーの割合が増加している

疲労が回復できない「８時間未満」の勤務間隔は約４割。インターバル協定「有」は２
割にとどまり、多くのところで協定未締結

３割強の施設が夜勤協定「無」

日本医療労働組合連合会（佐々木悦子中央執行委員長・１５５，６５０人）は、「２０２５年度夜勤実態
調査」を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で把

握するため毎年実施しているものです。２０２５年６月の勤務実績（３２４施設・２，４７２職場・看護職員９０，１５３人、
看護要員１１０，６４６人分）の調査結果がまとまりましたので報告致します。
※以下（ ）内数字は２０２４年度結果

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、５４．８％（５０．７％）と昨年より増加し、過
去最多となった。「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」職場のうち、病棟数の４７．５％（５１．３％）、
看護職員数の４６．０％（４９．４％）と、昨年度より減少したものの５割弱で高止まりしている。長時間
夜勤における健康面や安全面へのリスクは海外の研究からも明らかになっている。健康に安全に働
き続けるには、長時間夜勤に対する労働時間規制と夜勤日数の制限が必要であり、現状の改善が急
がれる。

・「３交替」の平均夜勤日数は７．７６日（７．８５日）。「月９日以上」は２４．６％（２６．９％）。
・「２交替」の平均夜勤回数は４．１１回（４．０９回）。「月４．５回以上」は３７．０％（３８．５％）。
・重篤・重症の急性期患者を看る「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」では、「３交替」月９日以上が４２．１％（４０．４％）、
「２交替」月４．５回以上が５９．１％（５７．９％）と、深刻な実態が続いている。

・勤務間隔「８時間未満」は３９．１％（３７．５％）にも及んでいる。ＩＬＯ（国際労働機関）第１５７号勧
告の基準を満たさない、勤務間隔「１２時間未満」は５３．９％（５２．４％）と昨年度より増加しており、
依然として、過酷な労働環境の中で日勤と夜勤を繰り返しながら働いている看護職員が非常に多い。

・インターバル協定は「有」１９．９％（１７．６％）。「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル制
度の導入が事業主の努力義務として規定されたものの、インターバル協定を締結しているところは
まだまだ少ない。

・夜勤協定の有無は「有」６５．７％（７１．３％）、「無」３４．３％（２８．７％）。３割強の施設で夜勤に関する
ルールがない実態は非常に深刻である。早急に夜勤協定締結に向けての議論を開始し、長時間夜勤
の規制と夜勤日数の制限など、健康面と安全面に配慮した協定締結が必要である。同時に、夜勤協
定が順守できる人員配置を求めることも重要な課題である。

２０２５年度
夜勤実態調査結果
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Ⅰ 調査概要 ＊（ ）内数字は２０２４年度結果

（１）調査の目的

（２）調査時期

（３）調査対象

（４）調査方法と集計方法

（５）集約の結果

Ⅱ 入院部門の調査結果

（１）施設数、病棟数、病床数、看護職員数

（２）夜勤形態別・施設数

37.7% 31.2%

３交替制のみの施設
（夜勤の形態①②）

混合施設
（夜勤の形態①～⑤の混合）

２交替制のみの施設
（夜勤の形態④⑤）
31.2%

調査施設分類

（３）夜勤形態別の職場数

（４）夜勤形態別の病床数

（５）夜勤形態別の看護職員数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、増員・夜勤改善・労働時間規制
など働き続けられる職場づくりに活用する。

２０２５年６月～９月末。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある

医療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０２５年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収集計した。

回収数は、３２４施設（３５０施設）、２，４７２職場（２，５９４
職場）、看護職員９０，１５３人（９６，５８３人）、看護要員
１１０，６４６人（１２０，２０３人）を集約した。

３２４施設、２，３０５病棟、９３，３９２病床、看護職員６７，２４４
人、看護要員７７，８７９人の調査結果となった。

「３交替」のみが１０１施設３１．２％（１２６施設３６．０％）、
「２交替」のみが１０１施設３１．２％（１１１施設３１．７％）、
３交替と２交替の勤務が混在する「混合」が１２２施
設３７．７％（１１３施設３２．３％）だった。

「３交替」９１２病棟３９．６％（１，０７９病棟４４．８％）、「２
交替」１，１５４病棟５０．１％（１，１１４病棟４６．３％）、「混合」
２３９病棟１０．４％（２１４病棟８．９％）だった。

「３交替」が３８，５２８床４１．３％（４４，９６５床４５．６％）、
「２交替」が４４，７２７床４７．９％（４４，７２６床４５．３％）、「混
合」が１０，１３７床１０．９％（８，９５８床９．１％）だった。

「３交替」は看護職員２６，６７０人３９．７％（３１，１１３人
４４．３％）、看護要員３１，０４２人３９．９％（３６，０２９人４４．１％）。
「２交替」は看 護 職 員３３，３５９人４９．６％（３２，５８０人
４６．４％）、看護要員３８，５１３人４９．５％（３８，０７３人４６．７％）。
「混合」は看護職員７，２１５人１０．７％（６，５０３人９．３％）、
看護要員８，３２４人１０．７％（７，５１１人９．２％）だった。
「２交替」職場のうち、病棟数の４７．５％（５１．３％）、
病床数の４７．１％（５０．２％）、看護職員数の４６．０％

８ 医療労働



（％）
0 20 40 60 80 100

2018
2019
2020
2021

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
（年）

2022
2023
2024
2025

37.237.2 62.862.8
47.547.5 52.552.5

40.640.6 59.459.4
46.946.9 53.153.1
44.944.9 55.155.1
44.944.9 55.155.1
56.956.9 43.143.1

41.041.0 59.059.0
45.645.6
47.547.5

54.454.4
52.552.5

47.347.3 52.752.7
55.555.5 44.544.5
50.050.0 50.050.0

48.748.7 51.351.3
52.552.5 47.547.5

16時間未満 16時間以上

２交替病棟の16時間以上の推移

（６）夜勤形態別の職場数経年推移

3交替 2交替

76.376.3 23.723.7

0 20 40 60 80 100
92.392.3
92.692.6
91.591.5
91.791.7
91.591.5
91.791.7
88.788.7
87.587.5
83.383.3
82.482.4

74.574.5

7.77.7
7.47.4
8.58.5
8.38.3
8.58.5
8.38.3
11.311.3
12.512.5
16.716.7

17.617.6
25.525.5

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

72.072.0 28.028.0
70.670.6 29.429.4
70.070.0 30.030.0
67.967.9 32.132.1
61.661.6 38.438.4
62.862.8 37.237.2
60.860.8 39.239.2

2019
2020
2021
2022

60.760.7
57.357.3

39.339.3
42.742.7

56.056.0 44.044.0
55.155.1 44.944.9

2023 51.651.6 48.448.4

2024

（％）
（年）

49.349.3 50.750.7
2025 45.245.2 54.854.8

２交替病棟の推移

（７）看護職員の配置

50床当たり看護職員数の推移（３交替）

看護職員

看護要員

（人）

15

20

25

30

35

45

40

1988 2018 2023（年）20132008200319981993

40.440.4

34.834.8

50床当たり看護職員数の推移（２交替）
（人）

看護職員

看護要員

2025（年）2015 20192017 2021 20232011 201320092005 20072003200119991997
15

20

25

30

35

40

45
42.742.7

37.037.0

（４９．４％）、看護要員数の４６．７％（５０．０％）で「１６時
間以上」の長時間夜勤を行っている。

「２交替」病棟の割合は年々増加し、今回の調査
では５４．８％（５０．７％）と、過去最多となった。

「３交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３４．８
人（３４．９人）、看護要員数は４０．４人（４０．４人）だっ
た。
「３交替（正循環）」の看護職員数は５０床当たり平
均３３．７人（３４．８人）、看護要員数は３９．０人（３９．８人）
だった。「３交替（正循環以外）」の看護職員数は５０
床当たり平均３１．１人（３１．７人）、看護要員数は３７．５
人（３８．７人）だった。

「２交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３７．０
人（３６．４人）、看護要員数は４２．７人（４２．５人）だっ
た。

結果
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2008

2007

2006

2005

2004

2003
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2000
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1998

1997

1996

2024

2025

（８）「３交替」の夜勤実態

１カ月あたりの平均夜勤日数(3交替)

平均夜勤日数の推移（３交替）

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

2025（年）2016 20212006 201120011991 19961985

7.627.62

7.807.80

7.757.75

7.857.85

7.767.76

8.78.7

8.88.8

8.78.7
8.638.63

8.528.52

8.428.42

8.148.14

7.997.99

7.897.89 7.867.86

7.737.73

7.637.63
7.637.63

7.617.61

7.687.68
7.717.71

7.537.53

7.687.68 7.667.66

7.627.62

7.537.53

7.577.57

7.547.54

7.627.627.637.63

7.597.59
7.637.63

7.637.63

7.62 7.62 

7.64 7.64 

7.53 7.53 

7.697.697.687.68

7.607.60

（回）

準夜勤人数(３交替)

0

10

20
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70

80

2023 2025（年）2017 2019 20212013 201520112007 20092003 200520011997 19991995

（％）

３人以上

３人
２人

１人
４人

５人以上

74.174.1 75.575.5 75.275.2 76.676.6 76.276.2
74.274.273.373.373.073.073.073.073.873.874.474.474.174.175.175.1

71.571.5
73.873.872.872.8

70.070.0
67.367.3

60.760.7
60.460.4

53.653.6
55.755.7

50.350.3

55.455.4

51.751.7
51.551.5

51.051.0

56.856.8

51.451.4

44.444.4
41.441.4

深夜勤人数（３交替）

0

10

20
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2023 2025（年）2017 2019 20212013 201520112007 20092003 200520011997 19991995

３人以上

３人

２人

（％）

１人

４人

５人以上

35.035.0

69.769.7
72.072.0 71.871.8

73.673.6 72.772.7
69.569.570.070.0

67.567.568.568.568.168.169.269.268.268.2
69.969.9

67.067.0
68.168.1

67.967.9

61.461.4
58.058.0

51.351.3

49.349.345.345.3
46.946.9

42.742.7
46.746.7

42.742.743.943.942.842.8
46.346.3

43.743.7

36.936.9

平均夜勤日数は７．７６日（７．８５日）だった。
また、「正循環」と「正循環以外」でみると「３

交替（正循環）」７．８４日（７．６５日）、「３交替（正循
環以外）」７．２０日（７．３３日）だった。

１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看
護職員は７５．４％（７３．１％）、看護師確保法・基本指
針に抵触する「９日以上」は２４．６％（２６．９％）だっ
た。特に、「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」では「９日以上」
４２．１％（４０．４％）と回数オーバーの突出が続いてお
り、「地域包括ケア」３７．５％（２４．５％）、「急性期一
般」２８．９％（３１．５％）、「回復期リハ」２４．４％（２６．６％）
も多かった。
夜勤体制をみると「３人以上」は、「準夜勤」７６．２％

（７６．６％）、「深夜勤」７２．７％（７３．６％）。入院基本料
「７対１」が新設され、看護師の配置数が増加し始
めた２００６年以降は、「準夜勤」「深夜勤」ともに「３
人以上」の割合が増加傾向であったが、今年度は微
減となった。一方で、安全上も問題の大きい「１人
夜勤」は、「準夜勤」２．８％（１．９％）、「深夜勤」２．４％
（１．７％）と、ともに増加した。

１０ 医療労働



（９）「２交替」の夜勤実態

１カ月あたりの平均夜勤回数(2交替)
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（１０）夜勤専門看護師

平均夜勤回数は４．１１回（４．０９回）だった。平均夜
勤回数の経年比較では、２０１０年以降、平均４回を超
える結果が続いている。

１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は６３．０％（６１．５％）と改善し、「４．５回以上」
は３７．０％（３８．５％）だった。「３交替」同様、「ＩＣ
Ｕ・ＣＣＵ等」は「４．５回以上」５９．１％（５７．９％）
と回数オーバーの突出が続いており、「地域包括ケ

ア」３７．４％（３６．３％）、「地域包 括 医 療」３６．４％
（３１．２％）、「急性期一般」３６．３％（３７．９％）も多かった。
「１６時間未満」と「１６時間以上」の平均夜勤回数
の比較では「１６時間未満」が４．２０回（４．２７回）、「１６
時間以上」は３．９３回（３．９１回）だった。
夜勤体制をみると「３人以上」は、８４．４％（８５．２％）。

２０１５年以降は８０％を超える結果で維持されている。
一方で、「２交替」の長時間夜勤において、「１人夜
勤」が２．５％（１．９％）あることは、安全面でみて深
刻な問題であり、労働者の健康を守るうえでも改善
が必要な課題である。

夜勤専門看護師が看護職員に占める割合は、「３
交替」０．９％（０．８％）、「混合」１．５％（１．６％）、「２
交替１６時間未満」で０．７％（１．５％）、「２交替１６時間
以上」１．６％（１．４％）、全体で１．１％（１．２％）だっ
た。
病棟における夜勤専門看護師の割合は、「３交替」

１５．９％（１３．７％）、「混合」２１．３％（２４．３％）、「２交
替１６時間未満」１３．９％（１４．６％）、「２交替１６時間以
上」２７．４％（２４．５％）、全体で１８．７％（１７．９％）だっ
た。

結果

医療労働 １１



（１１）夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

（１２）シフトの数

（１３）勤務間隔

最も短い勤務間隔

8時間以上12時間未満
14.8%

12時間以上
16時間未満
40.7%

16時間以上
5.3% ８時間未満

39.1%

（１４）妊産婦数・休業者数など

２００７年に採択された国会請願「看護職員の配置基
準を夜勤は患者１０人に看護師１人以上」を基本とし
てみると、３交替「準夜勤」の「３０～３９床・３人配
置以上」７１．９％（６８．８％）、「４０～４９床・４人以上配
置」２６．５％（２４．９％）。３交替「深夜勤」の「３０～
３９床・３人配置以上」６４．８％（６７．６％）、「４０～４９床・
４人以上配置」１８．５％（１６．７％）。「２交替」の「３０
～３９床・３人配置以上」８８．７％（８３．８％）、「４０～４９
床・４人以上配置」３５．８％（３５．４％）という結果だっ
た。

「３交替」でシフト３個と回答したのは「正循環」
４９．７％（５２．４％）、「正循環以外」３１．７％（３６．１％）。
「２交替」でシフトが２個と回答したのは「１６時間
未満」６．９％（３．３％）、「１６時間以上」２２．０％（２３．１％）
だった。
最大シフト数は、「３交替（正循環）」８個、「３
交替（正循環以外）」１７個、「２交替（１６時間未満）」
１４個、「２交替（１６時間以上）」１７個、混合２０個だっ
た。
人手不足を補うために、時差勤務でシフト数を増

やし、必要な時間帯に看護師等を数人増やしながら
体制の維持・管理をしていることが推測できる。

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務までの間隔）
は、「８時間未満」３９．１％（３７．５％）、「８時間以上
１２時間未満」１４．８％（１４．９％）、「１２時間以上１６時間
未満」４０．７％（４３．５％）だった。
ＩＬＯ（国際労働機関）第１５７号勧告の基準を満
たさない「１２時間未満」の短い勤務間隔は５３．９％
（５２．４％）と多くを占め、勤務間隔「１６時間以上」
は、わずか５．３％（４．１％）だった。

看護職員では、妊娠者１．１％（１．２％）、産休者０．９％
（０．９％）、育休者３．４％（３．５％）。育児短時間取得は
４．１％（４．３％）、介護休業取得０．１％（０．１％）、長期
の病欠者は０．８％（０．８％）だった。
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Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

（１）外来

（２）手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

（１）夜勤協定の状況

夜勤協定の有無

無34.3%
有
65.7%

（２）インターバル協定の有無

有効回答数は１２６職場で、「３交替（正循環）」１４
職場１１．１％（１３職場９．２％）、「３交替（正循環以外）」
１４職場１１．１％（１６職場１１．３％）、「混合」１１職場８．７％
（１１職場７．７％）、「２交替（１６時間未満）」２１職場１６．７％
（２３職場１６．２％）、「２交替（１６時間以上）」３５職場
２７．８％（３９職場２７．５％）、「当直・２交替」５職場４．０％
（８職場５．６％）、「当直」２６職場２０．６％（３２職場２２．５％）
だった。
夜勤日数は、「３交替（正循環）」８日以内６２．２％

（５８．９％）、「３交替（正循環以外）」８日以内８０．７％
（８３．３％）、「２交替（１６時間未満）」４回以内７５．４％
（７８．９％）、「２交替（１６時間以上）」４回以内８４．９％
（８７．２％）、「当直・２交替」４回以内１００．０％（９２．１％）、
「当直」の４回以内９６．５％（９７．５％）だった。
平均夜勤日数は、「３交替（正循環）」７．６７日（７．６８

日）、３交替（正循環以外）」６．２２日（６．４４日）、「混
合」４．４４回（４．５１回）、「２交替（１６時間未満）」２．９５
回（３．０５回）、「２交替（１６時間以上）」３．５１回（３．３６
回）、「当直・２交替」２．８１回（３．００回）、「当直」３．８７
回（３．８１回）だった。
１人夜勤は、「３交替・準夜勤」で２８．１％（２９．４％）、

「３交替・深夜勤」で３１．０％（３７．５％）、「２交替」
で４３．３％（４１．６％）、「当直」では６５．４％（５８．３％）
だった。

有効回答数は４０職場で、「３交替（正循環以外）」
２．５％（７．１％）、「２交替（１６時間未満）」２５．０％
（３５．７％）、「２交替（１６時間以上）」４０．０％（３１．０％）、
「当直・２交替」２．５％、「当直」３０．０％（２１．４％）
だった。

夜勤協定の有無は「有」６５．７％（７１．３％）、「無」
３４．３％（２８．７％）だった。３割超の施設で夜勤に関
するルールがないことは非常に深刻な問題である。

インターバル協定が「有」は１９．９％（１７．６％）。「働
き方改革関連法」により、勤務間インターバル制度
の導入が事業主の努力義務として規定され、イン
ターバル協定を締結しているところは増えてきてい
るが、２割にとどまっている。
インターバル協定の勤務間隔では、「１２時間以上」
が７１．５％（６５．３％）と多く、「１２時間未満」は２８．５％
（３４．７％）だった。

結果
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Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善に向けて

人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学的にも明
らかになっています。健康リスクとしては、短期的には慢性疲労や感情障害、中期的には循環器疾患や糖
尿病、長期的には発がん性（乳がん、前立腺がん）が指摘され、安全面においても、夜勤や長時間労働の
作業は、酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると指摘されています。さらに、勤務シフトの数が十数種
類にも及ぶ、非常に不規則な勤務環境が負担をより増大させています。
しかしながら、医療機関では、夜勤・交替制勤務は避けられません。よって、長時間に及ぶ夜勤や短す

ぎる勤務間隔については、その改善や規制が強く求められます。諸外国では、ＩＬＯ「夜業条約（第１７１
号）」やＥＵ（欧州連合）の「労働時間指令」などに基づいた規制が行われ、「有害業務」である夜間勤務
から労働者の健康と生活を保護しています。ＩＬＯ「看護職員勧告（第１５７号）」では、「１日の労働時間
は８時間以内」「時間外を含めても１２時間以内」「勤務と勤務の間に少なくとも連続１２時間以上の休息期間
を与えなければならない」などを定めています。日本でも諸外国並みの保護措置をとり、労働者が働き続
けられる環境整備が必要です。

■過酷な長時間労働の実態と勤務間隔の短さ
「２０２５年度夜勤実態調査」結果は、「２交替」病棟
の割合が５４．８％と昨年より増加し、過去最多となり
ました。「１６時間以上」の長時間夜勤は「２交替」
職場のうち、病棟数の４７．５％、看護職員数の４６．０％
と昨年度より減少したものの５割弱で高止まりして
います。また、国際基準であるＩＬＯ第１５７号勧告
で規制されている「勤務間の休息期間」を満たさな
い「１２時間未満」の短い勤務間隔は５３．９％。さらに、
勤務を終えて帰宅後に身の回りのことをするだけで
睡眠時間がほとんどとれない「８時間未満」の勤務
間隔は３９．１％という結果でした。
看護職員の多くが、依然として過酷な労働環境の

中で勤務している実態が続いており、日本医労連が
めざす労働環境の改善には至っていません。
インターバル協定「有」は１９．９％にとどまってお

り、多くのところで未締結となっています。安全に
健康に働き続けるためにも、インターバル協定の締
結が急がれます。患者の安全を守るため、そして、
働く私たちの健康を守るためにも実効性ある規制が
必要です。この過酷な労働環境を打開するために、
看護職員自らがしっかりと声をあげることが求めら
れています。

■減らない夜勤日数、増える夜勤専門看護師
人事院は１９６５年、看護師の夜勤制限の必要性を認

め、「夜勤は月平均８日以内」「１人夜勤禁止」など
の「判定」を出しました。その後、１９９２年の「看護
師等の人材確保の促進に関する法律」（以下、看護
師確保法）基本指針では、離職防止対策として夜勤
負担の軽減をあげ、「複数・月８日以内の夜勤体制
の構築」を位置づけました。２００７年には参議院本会
議で私たちが取り組んできた「安全・安心の医療と
看護の実現を求める増員署名」の請願が全会一致で
採択されました。採択された請願事項は、①医師・
看護師など医療従事者を大幅に増員すること、②看
護職員の配置基準を夜間は患者１０人に対して１人以
上、日勤時は患者４人に対して１人以上とするなど
抜本的に改善すること、③夜勤日数を月８日以内に
規制するなど「看護師確保法」等を改正すること、
の３項目でした。しかし、これらのことは慢性的な
人員不足により、今もなお、順守されていません。
今回の調査でも、「月９日以上（２交替では月４．５
回以上）」の夜勤日数が目立ちました。「３交替」職
場の平均夜勤日数は７．７６日で、２４．６％の看護職員が
月９日以上の夜勤に従事しています。「２交替」職
場の平均夜勤回数は４．１１回で、３７．０％の看護職員
が月４．５回以上の夜勤に従事しています。また、今
回の調査でも「３交替」「２交替」ともに、「ＩＣＵ・
ＣＣＵ等」での夜勤回数オーバーの割合が突出して
います。重篤・重症の急性期患者の容態を２４時間管
理する集中治療室の職場で、安全・安心の医療提供
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体制が危ぶまれ看護職員の健康被害が危惧される事
態が続いています。
病棟における「夜勤専門看護師」の割合は、１８．７％
でした。ここ数年増加が続き、２０１８年度調査の８．７％
から１０ポイントも増加しています。夜勤人員の不足
が続くなかで、夜勤専門看護師に頼らなければ夜勤
体制の維持・管理ができない状況が推察できます。
また、心身に負担の少ない「正循環」は「正循環

以外」より、５０床当たりの看護職員数が２．６人多く
配置されていました。生体リズムにより近づけて、
健康に働き続けるためには、看護職員の増員が不可
欠であるといえます。
「夜勤協定」の有無では、３４．３％の施設で夜勤協
定「無」という結果でした。労働者を守るためにす
べての組織で「夜勤協定」を締結し、順守させるこ
とが今、求められています。日本医労連が作成した
「夜勤協定の手引き」のリーフや学習資料などで学
習を進めることが重要です。

■制度や通知を活用して職場改善を
看護職員の労働環境は、患者の高齢化・重症化に

加え、高度化・複雑化・ＩＴ化、診療報酬等に関わ
る業務増などにより、一層過密で過酷な状況に追い
込まれています。さらに、深刻化する人手不足によっ
て、看護の基本である患者個人の尊重や個別性を大
事にするということに時間がさけず、その結果、疲
弊し、退職をするという負のスパイラルに陥ってい
ます。
厚労省は２０１１年の「５局長通知」のなかで「看護
師等は、厳しい勤務環境に置かれている方も多く、
特にその多くが夜勤を含む交代制を伴う病院勤務の
看護師等であり『雇用の質』の向上が喫緊の課題」
としました。また、２０１３年の「６局長通知」では、
「国民が将来に渡り質の高い医療サービスを受ける
ためには、医療分野の『雇用の質』の向上を通じ、
医療スタッフが健康で安心して働くことができる環
境整備を促進することで、医療に携わる人材の定
着・育成を図ることが必要不可欠」と明記していま
す。
２０１４年の医療法改正では「医療従事者の勤務環境
改善」が位置づけられ、全都道府県に「医療勤務環
境改善支援センター」が設置されました。２０１７年１
月には、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」が発出され、

使用者は「適正な労働時間管理を行う責務がある」
とし、労働を余儀なくさせるような黙示の指示によ
る場合も「労働時間」として取り扱うことを明記し
ました。具体的には、①業務に必要な準備行為や後
始末、②指示があった場合に即時業務に従事するこ
とが求められる待機時間、③実質的に参加が義務付
けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指
示により業務に必要な学習時間等も「労働時間」と
しています。また、２０１８年６月に成立した「働き方
改革関連法」では、「時間外・休日労働の上限規制」
導入、「労働時間の状況」把握義務、「勤務間インター
バル」制度設定の努力義務、「年次有給休暇」５日
付与の義務等が位置付けられました。
これらの制度や通知等は、わたしたちが厳しい現
場実態を国民に知らせ、世論形成し、政府・厚労省
に実態を訴え続けた成果ともいえます。積極的に活
用し、勤務環境改善につなげましょう。

■わたしたちの要求を実現するために
２０２５年４～５月に日本医労連が実施した「看護職
員の入退職に関する実態調査」結果（１３６施設分を
集約）では、２０２４年度に退職者数が入職者数を上
回った施設は５８．１％、４月の募集人員に対して計画
通りの人数を「確保できなかった」医療機関は４０．７％
もあり、看護職員不足がより深刻化しています。ま
た、看護職員不足による影響では７割を超える施設
が「夜勤回数の増加」をあげ、「月８日の夜勤協定
が守られない」「身体を壊さないか不安」といった
声も多く寄せられました。
２０２２年１０～１２月に全大教・自治労連とともに取り
組んだ「２０２２年看護職員の労働実態調査」結果（３
万５，９３３人分を集約）では、仕事を辞めたいと「い
つも思う」と「ときどき思う」の合計は７９．２％にも
のぼり、その理由（３つまで選択）では、「人手不
足で仕事がきつい」５８．１％、「賃金が安い」４２．６％、
「思うように休暇が取れない」３２．６％、「夜勤がつら
い」２３．６％と続きました。
仕事をやめたいと「いつも思う」を勤務形態別に
みると、「日勤のみ」１７．４％であったのに対して、「３
交替」２５．９％、「２交替（１６時間未満）」２６．３％、「２
交替（１６時間以上）」２７．３％、「夜勤専門」２６．０％と
いずれも高く、夜勤の負担が離職の要因となってい
る実態が明白になりました。
さらに、「慢性疲労」を勤務形態別でみても、「日

結果
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【長時間労働・夜勤規制に関する提言】
２０１０年１月１９日
日本医療労働組合連合会

① １日の所定内労働時間は、８時間以内にすべきである。
② １日の労働時間は、時間外を含めて１２時間を超えてはならない。
③ 交替勤務では、次の交替勤務まで、連続１６時間以上（少なくとも連続１２時間以上）の
休息を与えねばならない。

④ 夜勤は、月６４時間を超えるべきでない。
⑤ 夜勤時の配置人員は、患者（利用者）１０人に１人以上とすべきである。
⑥ 人員配置は、少なくとも年次有給休暇の完全取得を前提とすべきである。
⑦ 交替制勤務者には、年齢を問わず、乳がん・前立腺がんの定期検診を義務付けなけれ
ばならない。

※「べきである」は「原則」であり、「ならない」は禁止事項
※健診とは総合的な健康診断、検診とは特定の病気かどうかの診察

勤のみ」７１．４％であったのに対して、「３交替」
８２．６％、「２交替（１６時間未満）」７８．４％、「２交替
（１６時間以上）」７９．０％と、夜勤の負担が健康面に悪
影響を及ぼしていることが見て取れる結果となりま
した。
患者のいのちを預かる看護職員が、自らの健康を

犠牲にせざるをえない勤務環境のなかで、患者・利
用者に安全・安心の医療・看護を提供するには限界
があります。ただちに看護職員の増員と実効性ある
夜勤規制を行い、改善を図ることが必要です。
私たちは、２０１４年９月、ＩＬＯ条約・勧告等に基
づいた国際基準の勤務環境実現のために「めざすべ
き看護体制の提言」を発表し（２０２１年６月に改訂版
発出）、全国３００万人体制（うち、病棟は１９８万５，０００
人・外来は３５万５，０００人）の実現をめざしています。
しかし、厚労省が発表している令和６年衛生行政報
告例（就業医療関係者）の概況では、２０２４年末時点
で就業している看護職員数は１６９万８，４２１人（うち、
病院は９９万９，２０８人）であり、私たちがめざしてい

る看護体制からは大きくかけ離れています。
今回の調査でも長時間夜勤や短すぎる勤務間隔は
改善されず、看護職員の健康や患者の安全が脅かさ
れる事態が続いています。この改善のためには「大
幅な人員増」が欠かせません。夜勤は、労働条件の
根幹にかかわる問題です。看護職員の労働環境改善
は、看護の質の向上に直結するとともに、患者・利
用者の安全と個人の尊厳をまもることにつながりま
す。

■夜勤規制と大幅増員をめざすアクションプラン
日本医労連は、２０２５年秋から「夜勤規制と大幅増
員をめざすアクションプラン」の取り組みをスター
トしました。２年間の取り組みのなかで、「夜勤規
制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求
める国会請願署名」の採択をめざします。さまざま
な調査結果や現場の切実な声を国に届け、制度・政
策の具体的な改善につなげるために引き続き全国で
取り組みをすすめましょう。
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（ILO第１４９号）看護職員条約

正式名：看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に
関する条約

日本の批准状況：未批准
［概要］
この条約は、「看護職員」とは看護及び看護業務

を提供するすべての者をいうと定義し、働く場所の
如何を問わずすべての看護職員に適用される。条約
の批准国は、可能な限り、住民の最高の健康水準を
得るために必要な看護の提供を目的とする政策を採
用し、適用する。
看護職員は、労働時間、週休、年次有給休暇、教

育休暇、出産休暇、疾病休暇、社会保障の分野で、
少なくともその国の他の労働者と同等の条件を享受
する。看護業務の計画に看護職員が参加すること、
並びに看護職員に関係する決定について看護職員と
の協議を促進するための措置がとられるものとす
る。

（ILO第１５７号）看護職員勧告

正式名：看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に
関する勧告

［概要］
同時に採択された看護職員条約（第１４９号）を補
足する勧告。看護業務及び看護職員に関する政策、
教育及び訓練、看護の実務、参加、進路開発、報酬、
作業時間及び休息時間、労働衛生上の保護、社会保
障、特別雇用措置、看護学生、国際協力及び勧告の
適用方法について７１項目にわたり詳細に規定する。
付属書として３０項目の規定をもつ「実際的適用に関
する提案」がついている。

Ⅶ 報酬
２５⑴ 看護職員の報酬は、看護職員の社会的及び経
済的必要、資格、責任、任務及び経験に相応する、
看護職に固有の拘束及び危険を考慮に入れた、看護
職員をその職業に引き付けかつ留めておくような水
準に決定されるべきである。
⑵ 報酬の水準は、同様な又は同等の資格を必要

とし及び同様な又は同等の責任を負う他の職業の報
酬の水準と同程度なものであるべきである。
⑶ 同様な又は同等の任務を有し及び同様な又は

同等の条件の下で労働する看護職員の報酬の水準

は、労働する施設、地域又は部門のいかんを問わず、
同程度なものであるべきである。
⑷ 報酬は、生計費の変化及び国内の生活水準の
向上を考慮に入れて随時調整されるべきである。
⑸ 看護職員の報酬は、なるべく、労働協約によ
つて決定されるべきである。
２６ 報酬率は、５及び６において勧告されている職
務及び責任の分類並びに２１に規定する進路に関する
政策の原則を考慮すべきである。
２７ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、これに対する金銭的な補償を受けるべきで
ある。
２８⑴ 報酬は、金銭でその全額を支払うべきである。
⑵ 賃金からの控除は、国内法令又は労働協約若
しくは仲裁裁定で定める条件及び限度でのみ認めら
れるべきである。
⑶ 看護職員は、使用者が提供するサービスを利
用するか否かを決定する自由を有すべきである。
２９ 使用者によつて要求される又は仕事の遂行上必
要な作業衣、医療用品一式、輸送手段その他の供給
品は、使用者によつて看護職員に提供され、かつ、
無償で維持されるべきである。

Ⅷ 作業時間及び休息期間
３０ この勧告の適用上、
⒜ 「通常の労働時間」とは、各国で法令、労働
協約若しくは仲裁裁定により又はこれらに基づいて
定められる時間数をいう。
⒝ 「超過勤務」とは、通常の労働時間を超えて
労働した時間をいう。
⒞ 「呼出し待機」とは、看護職員がありうる呼
出しに応ずるため、職場又はその他の場所において
使用者によつて自由に使用され得る状態にある時間
をいう。
⒟ 「不便な時間」とは、当該国の通常の労働日
以外の日及び通常の作業時間以外の時間において労
働した時間をいう。
３１ 看護職員の作業を編成するために必要な時間、
指示を受け及び伝達するために必要な時間等看護職
員が使用者によつて自由に使用され得る時間は、呼
出し待機に関するありうる特別規定に従うことを条
件として、看護職員の作業時間として計算されるべ
きである。
３２⑴ 看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一
般労働者について定められている労働時間を上回る
べきではない。

資 料
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⑵ 一般労働者の通常の週労働時間が４０時間を超
える場合には、１９６２年の労働時間短縮勧告９の規定
に従つて、看護職員のために給料を減少させること
なく労働時間を漸進的にしかしできる限り速やかに
週４０時間の水準にまで短縮するための措置がとられ
るべきである。
３３⑴ 一日当たりの通常の労働時間は、弾力的な作
業時間又は週労働日数の短縮に関する措置が法令、
労働協約、就業規則又は仲裁裁定によつてとられる
場合を除くほか、継続的であるべきであり、かつ、
８時間を超えるべきではない。いかなる場合にも、
通常の週労働時間は、３２⑴に規定する限度内にとど
められるべきである。
⑵ 一日の労働時間（超過勤務を含む。）は、１２

時間を超えるべきではない。
⑶ この３３の規定に対する一時的な例外は、特別
な緊急の場合にのみ認められるべきである。
３４⑴ 合理的な長さの食事時間が与えられるべきで
ある。
⑵ 通常の労働時間に含まれる合理的な長さの休

憩時間が与えられるべきである。
３５ 作業時間表は、看護職員がその個人生活及び家
族生活をそれに応じて組織し得るようにするため、
看護職員に充分事前に予告されるべきである。この
作業時間表に対する例外は、特別な緊急の場合にの
み認められるべきである。
３６⑴ 看護職員が４８時間未満の継続する週休を受け
る権利を有する場合には、看護職員の週休を４８時間
の水準にまで引き上げるための措置がとられるべき
である。
⑵ 看護職員の週休は、いかなる場合にも、継続

する３６時間を下回るべきではない。
３７⑴ 超過勤務、不便な時間における労働及び呼出
し待機を用いることは、できる限り少なくすべきで
ある。
⑵ 超過勤務及び公の休日における労働に対して

は、代休が与えられるべきであり及び（又は）通常
の賃金率よりも高い率で賃金が支払われるべきであ
る。
⑶ 公の休日以外の不便な時間における労働は、

給料への追加によつて補償されるべきである。
３８⑴ 交替制による労働は、国内における他の雇用
に係る交替制による労働について適用される報酬の
増加を下回らない報酬の増加によつて補償されるべ
きである。
⑵ 交替制による労働に従事する看護職員は、交

替時間と次の交替時間との間に少なくとも１２時間の
継続する休息期間を享受すべきである。
⑶ 無給の時間帯によつて分断される一回の交替
勤務時間（分割された交替勤務時間）は、避けられ
るべきである。
３９⑴ 看護職員は、国内の他の労働者と少なくとも
同じ長さの年次有給休暇を受ける権利を有すべきで
あり、かつ、そのような休暇をとることを要求され
るべきである。
⑵ 年次有給休暇の長さが一年の勤務につき四週
間未満である場合には、看護職員のために休暇の長
さを漸進的にしかしできる限り速やかに四週間の水
準にまで引き上げるための措置がとられるべきであ
る。
４０ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、報酬総額の減少を伴うことなく、労働時間
の短縮及び（又は）休息期間の増加を享受すべきで
ある。
４１⑴ 疾病又は負傷のために欠勤する看護職員は、
法令又は労働協約によつて定められる期間中及びそ
のような方法により、次の権利を有すべきである。
⒜ 雇用関係の維持及び雇用関係から生ずる権利
の保全に対する権利
⒝ 所得の保障に対する権利
⑵ 病気休暇を受ける権利を定める法令又は労働
協約は、次の場合を区別すべきである。
⒜ 疾病又は負傷が業務上のものである場合
⒝ 当該者は労働不能ではないが、他の者の健康
を保護するために欠勤が必要である場合
⒞ 業務と無関係の疾病又は負傷の場合

４２⑴ 看護職員は、既婚者と未婚者との間の差別な
しに、１９５２年の母性保護条約（改正）及び１９５２年の
母性保護勧告に規定する給付及び保護を確保される
べきである。
⑵ 出産休暇は、病気休暇とされるべきではない。
⑶ １９６５年の雇用（家庭責任をもつ婦人）勧告に

規定する措置は、看護職員について適用されるべき
である。
４３ 作業の編成、作業時間及び休息期間に関する決
定は、１９の規定に従い、看護職員の自由に選ばれた
代表者又は看護職員を代表する団体との合意又は協
議の上、行われるべきである。それらの決定は、特
に次の事項に関して行われるべきである。
⒜ 不便な時間とされるべき時間
⒝ 呼出し待機が作業時間として計算される条件
⒞ ３３⑶及び３５に規定する例外が認められる条件
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⒟ ３４に規定する食事時間及び休憩時間の長さ並
びにそれらの時間をとる方法
⒠ ３７及び３８に規定する補償の形態及び額
⒡ 作業時間表
⒢ ２７及び４０の規定の適用上、特に困難な又は不
快なものと考えられる条件

（ILO第１７１号）夜業条約

正式名：夜業に関する条約
日本の批准状況：未批准
［概要］
この条約以前は、夜業に関する ILO基準の中心

は、１９４８年の夜業（婦人）条約（改正）（第８９号）（当
条約では「夜業（女性）条約（改正）」と称されて
いる）であった。第８９号条約では、夜間における女
性の使用が禁止されているが、８０年代以降、夜間労
働に従事する労働者が増加すると共に、男女の均等
待遇との関係で女性の夜間労働を制限することの当
否を巡って関心が高まってきたことなどを背景に、
男女労働者共に適用される夜業に関する一般的条約
として当条約が採択された。
この条約は、男女の別なく、農業、牧畜、漁業、

海上運輸、及び内水航行の被用者を除くすべての被
用者に適用される。新条約では、第８９号条約のよう
な工業における女性夜業の原則的禁止規定はない。
また、「夜業」の定義も、第８９号条約の「夜業」規
定を変更して、「午前零時から午前５時までの時間
を含む最低７時間以上の継続期間に行われるすべて
の労働」とされる。

（ILO第１７８号）夜業勧告

正式名：夜業に関する勧告
［概要］
同時に採択された夜業条約（第１７１号）を補足す
る勧告。条約に含まれない夜業労働者の労働時間及
び休息期間に関する規定として、その通常の労働時
間は、単なる出勤または待機の時間が相当多く含ま
れている場合などを除き、夜業に従事するいかなる
２４時間においても８時間を超えないこと、一般的に
同じ仕事を同じ要件で昼間行っている労働者よりも
平均して少なく、昼間の労働者の平均を決して上回
らないこと、夜業労働者の超過労働はできる限り回
避すべきこと、夜業を伴う交替勤務の場合、不可抗
力や事故の場合を除き二連続の勤務は行うべきでな
いこと、夜業を含む勤務には、休息・食事のための
休憩時間を含むべきことといった規定が含まれる。

この他に、条約に含まれる金銭的補償、安全衛生、
社会的サービスに関する規定を補足する詳細な規定
を行い、交替勤務の場合など夜業労働者のその他の
ニーズを取り上げ、そのような事項を規制する際に
政府の行動の指針となるような一般的な原則を定め
る。

II 労働時間及び休息の期間
４⑴ 夜業労働者の通常の労働時間は、夜業に従事
するいかなる２４時間においても８時間を超えるべき
ではない。（ただし、その勤務に単なる出勤若しく
は待機の時間が相当多く含まれる場合、代替の勤務
計画により異なる時間帯と少なくとも同等の保護が
労働者に与えられている場合又は労働協約によって
若しくは労働協約がない場合には権限のある機関に
よって認められている例外的な場合は、この限りで
ない。）
⑵ 夜業労働者の通常の労働時間は、一般的に、
関係のある活動又は企業の部門において昼間に同一
の条件で行われる同一の労働に従事する労働者の労
働時間よりも平均して少ないものであるべきであ
り、かつ、いかなる場合にも平均してそれらの労働
者の労働時間を超えるべきでない。
⑶ 夜業労働者は、通常の一週間の労働時間を短
縮し及び有給休暇の日数を増加するための一般的な
措置について他の労働者と少なくとも同じ程度の利
益を受けるべきである。
５⑴ 作業は、夜業を含む一日の勤務の前後には夜
業労働者による超過勤務をできる限り回避するよう
な方法で編成されるべきである。
⑵ 特別の危険又は肉体的若しくは精神的な強い
緊張を伴う職業においては、不可抗力又は現実の若
しくは急迫した事故の場合を除き、夜業を含む一日
の勤務の前後には夜業労働者の超過勤務は行われる
べきでない。
６ 夜業を伴う交替勤務の場合においては、
⒜ 不可抗力又は現実の若しくは急迫した事故の
場合を除き、二連続の勤務は行われるべきでない。
⒝ 二の勤務の間に少なくとも１１時間の休息の期
間ができる限り保障されるべきである。
７ 夜業を含む一日の勤務には、労働者が休息し及
び食事をすることができるように一又は二以上の休
憩を含むべきである。この休憩の計画及びその合計
の長さは、夜業の性質により労働者に求められる要
求を考慮すべきである。

資料
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２０２５年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数 看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人） 施設数 職場数 看護職員

総数（人）
看護要員
総数（人）

北海道 ２６ １８０ ６，４１４ ７，５６３ ５ ２３ ５６５ ６５３
青森 ６ ３７ １，４４０ １，７８９ ２ １２ ４２６ ４２６
秋田 １ ４ １７３ ２３６ １ ４ １７３ ２３６
岩手 １９ １０１ ３，９１１ ５，３６７ １５ ８３ ３，２８９ ４，５２８
山形 １０ ６０ ２，０４８ ２，７５４ ９ ５４ １，８４９ ２，５５５
宮城 ５ ２１ ４６２ ５３３ ３ ９ １７７ ２１１
福島 １０ ４８ １，６０７ １，８３３ １ １５ ３６３ ４１０
千葉 ５ ４６ １，７０８ １，８５９ １ １３ ３７０ ４１６
埼玉 ４ ３１ １，１５８ １，４６４ １ １ ３９ ４５
群馬 ５ ３９ １，４３８ １，５７４ １ ３ ７４ ９１
栃木 １ ７ ２０９ ２４３
茨城 ８ ６５ １，７３８ ２，０９７ １ ２ ３７ ５１
山梨 １ ６ ２２０ ２６２
長野 １７ １３０ ４，７８４ ６，１０４ ４ ２３ ８９０ ９６１
新潟 ７ ４６ １，８２８ ２，８８１ ５ ３２ １，２７６ ２，０７８
東京 １４ １６９ ６，５０１ ７，３７７ １１ １３４ ５，１８４ ５，９５７
神奈川 ４ ７８ ２，９１０ ３，１８１ ２ ４３ １，７２２ １，９４２
愛知 １１ １３０ ５，０３２ ５，５０６ ２ ４６ １，８０７ １，９９４
静岡 ８ ５０ １，６８５ １，９７２
岐阜 ９ ５５ １，９６１ ２，６４７ １ ３ ８０ １００
三重 ５ ３３ １，０２５ １，１２４
富山 ４ ２９ １，０４０ １，１１９
石川 ８ ５２ １，６５４ １，８９８ ４ ２６ ７２３ ８５８
大阪 ７ ９２ ３，３７９ ３，７１７ １ １１ ４７７ ５２２
京都 ８ ３６ １，３９１ １，６１３ ６ １４ ３８２ ４９２
兵庫 ２ ２２ ９２５ １，５３０
奈良 ３ １６ ４６０ ４８６ １ ４ １１３ １３９
和歌山 ３ １８ １，３００ １，４８７ １ ７ １９９ ２５４
福井 １ ３ ７５ １１６
滋賀 ４ ３８ １，５５７ ２，０４５ １ １１ ４２６ ４７０
岡山 １１ ６４ ２，２３７ ３，６５８ ７ ３５ １，１５３ １，８１５
広島 １６ １５０ ６，１４１ ７，５６３ ６ ５２ ２，１７０ ２，６３６
山口 ８ ６３ ２，３４２ ２，９７８
鳥取 ４ ２６ ７１２ ８４０ ２ １０ ２３８ ３１８
島根 ６ ４９ １，６０８ １，９９０ ２ １５ ３６２ ４２４
香川 ４ ２７ １，０３２ １，１０７ ２ ５ １５３ １９１
愛媛 ６ ２６ ７５７ ８５２ ３ ５ １０３ １５７
徳島 ４ ２２ ８９２ １，３７０ ２ １３ ４８１ ８９２
高知 ４ ２４ ４７１ ６８０ １ ３ ６３ １２４
福岡 １５ １７７ ６，９６７ ８，８７０ ９ １１８ ４，５１７ ５，７４０
佐賀 ３ ３２ １，０５３ １，１０７
長崎 ６ ５２ １，８０７ ２，０４０
熊本 ５ ３０ １，０４１ １，３２０ ２ ７ １４４ １８２
大分 ４ ３２ １，１２５ １，６２４
宮崎 ３ １３ ５３９ ６１０
鹿児島 ４ １７ ５５１ ６４７ ３ １３ ４５１ ５４７
沖縄 ５ ２６ ８４５ １，０１３ １ ７ ２４３ ３２２
合計 ３２４ ２，４７２ ９０，１５３ １１０，６４６ １１９ ８５６ ３０，７１９ ３８，７３７

都道府県別調査施設数と人数
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性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １１０ ８３６ ２９，８２５ ３６，０８７
全厚労 ５２ ３７４ １３，４１９ １６，６９０
全日赤 １７ １８６ ８，２２４ ９，５９０
全JCHO病院労組 １０ ６８ ２，２０７ ２，５８５
全労災 １４ １３２ ５，０８６ ６，２６８
国共病組 ２ ２０ ６７３ ６８９
公共労
公的病院 ２ １５ ６５４ １，０５３
自治体 ３３ ２４４ １０，１６２ １３，９２８
大学 ８ １９８ ８，３４４ ９，２９１
民医連・医療生協 ５４ ２５４ ７，６７７ ９，７８６
地場一般病院 １５ １０３ ２，９９８ ３，４３３
地場精神病院 ７ ４２ ８８４ １，２４６

合計 ３２４ ２，４７２ ９０，１５３ １１０，６４６

Ⅰ 実施施設

職場数

病 棟 ２，３０３
外 来 １２６
手術室 ４０
透 析 ３
合 計 ２，４７２

職場数

①ＩＣＵ・ＣＣＵ等 ２５０
②急性期一般 １，１２８
③地域包括医療 ４３
④地域一般 ４１
⑤地域包括ケア ９１
⑥回復期リハビリテーション ７２
⑦療養病棟 １３４
⑧精神 １２０
⑨その他 ２８８
無回答 １３６

合 計 ２，３０３

病院性格別調査施設数と人数

※看護職員とは、看護師・准看護師・保健師・助産師の総称として使用
※看護要員は、看護職員に補助者等を含めた総称として使用

調査職場数 区分別職場数（病棟のみ）

実施資料 Ⅰ

医療労働 ２１



Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

（人） （％）

年度 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内

１９９５ ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５

１９９６ ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７

１９９７ ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０

１９９８ ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５

１９９９ ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５

２０００ ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８

２００１ ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９

２００２ ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５

２００３ ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２

２００４ ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５

２００５ ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２

２００６ ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３

２００７ ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０

２００８ ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４

２００９ ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２

２０１０ ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２

２０１１ １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８

２０１２ ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４

２０１３ １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７

２０１４ １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１

２０１５ １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９

２０１６ ９，６８２ ９，７２１ １８，４４５ ７，６３４ ３，５６６ １９．７ １９．８ ３７．６ １５．６ ７．３ ７７．２

２０１７ ９，０４０ ８，４７７ １６，７２７ ６，７６７ ３，９４６ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２

２０１８ ７，９０４ ７，７１５ １４，４９６ ６，５３０ ３，１８２ １９．８ １９．４ ３６．４ １６．４ ８．０ ７５．６

２０１９ ８，７８２ ７，５２９ １４，９１７ ５，８１５ ３，６６４ ２１．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ９．０ ７６．７

２０２０ ８，４６８ ６，８６６ １３，９７６ ５，９７５ ３，７２６ ２１．７ １７．６ ３５．８ １５．３ ９．６ ７５．１

２０２１ ８，１６９ ６，１９５ １２，８６９ ５，７３０ ３，４０７ ２２．３ １７．０ ３５．４ １５．８ ９．４ ７４．９

２０２２ ７，１４４ ５，５３８ １１，２８８ ５，６６６ ３，８６５ ２１．３ １６．５ ３３．７ １６．９ １１．５ ７１．６

２０２３ ７，１２０ ５，３４０ １０，８６９ ４，９７９ ３，８５５ ２２．１ １６．６ ３３．８ １５．５ １２．０ ７２．５

２０２４ ６，７１２ ４，８１４ １０，０８７ ４，６０６ ３，３２８ ２２．７ １６．３ ３４．１ １５．６ １１．３ ７３．１

２０２５ ６，０２２ ４，６５１ ８，５５３ ３，７７６ ２，５０６ ２３．６ １８．２ ３３．５ １４．８ ９．８ ７５．４

２２ 医療労働



Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 職場の区分別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計 最多夜
勤日数

夜勤
専門

ICU・CCU等 １２２ ３０８ ７４ ９８ ２８６ ８７７ ６０９ ３５３ １３９ ４６ ４６ ２，８３６ １９日 ６４人
急性期一般 ４９８ １，３６０ ３３７ ６８１ １，６９９ ３，９４４ ２，００９ ７９６ １７１ ６１ ２２３ １１，２８１ ２２日 １６２人
地域包括医療 ２３ ５７ ３３ ７４ １３９ １４４ ３３ ２３ ２ １５ ５２０ ２１日 １７人
地域一般 １５ ２５ ２６ ２２ ７４ １１４ ２１ ８ ２ １ １ ２９４ １８日 １人
地域包括ケア ４３ ７１ ３０ ３９ １３７ ２０６ １７８ ８１ ２０ １ １０ ７７３ ２０日 １７人
回復期リハ ２９ ６３ ２２ ４５ １１２ １９５ ８８ ３５ ９ ４ ５ ５７８ １２日 ３人
療養病棟 ８９ ３３５ １０８ ２９１ ４２２ ５８７ １３５ ５６ ２１ ５ ４１ ２，００１ ２２日 ２８人
精神 ９０ １４７ ８１ １８４ ５０７ ６９２ ２４０ ４７ １２ ３ １８ １，９３１ １９日 ４人
その他 １６８ ５３１ ２１６ ４７８ ８５３ １，２１５ ３２５ １４８ ３３ １２ ２ ３，８１３ ２１日 ４３人
無回答 ７４ ９９ ５２ １５１ ４５０ ５８９ １３８ ２３ １６ ７ １０ １，５３５ ２２日 １５人
合計 １，１５１ ２，９９６ ９７９ ２，０６３ ４，６７９ ８，５６３ ３，７７６ １，５７０ ４２５ １４０ ３７１ ２５，５６２

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ICU・CCU等 １０．９ ２．６ ３．５ １０．１ ３０．９ ２１．５ １２．４ ４．９ １．６ １．６ ４２．１
急性期一般 １２．１ ３．０ ６．０ １５．１ ３５．０ １７．８ ７．１ １．５ ０．５ ２．０ ２８．９
地域包括医療 １１．０ ６．３ １４．２ ２６．７ ２７．７ ６．３ ４．４ ０．４ ２．９ １４．０
地域一般 ８．５ ８．８ ７．５ ２５．２ ３８．８ ７．１ ２．７ ０．７ ０．３ ０．３ １１．２
地域包括ケア ９．２ ３．９ ５．０ １７．７ ２６．６ ２３．０ １０．５ ２．６ ０．１ １．３ ３７．５
回復期リハ １０．９ ３．８ ７．８ １９．４ ３３．７ １５．２ ６．１ １．６ ０．７ ０．９ ２４．４
療養病棟 １６．７ ５．４ １４．５ ２１．１ ２９．３ ６．７ ２．８ １．０ ０．２ ２．０ １２．９
精神 ７．６ ４．２ ９．５ ２６．３ ３５．８ １２．４ ２．４ ０．６ ０．２ ０．９ １６．６
その他 １３．９ ５．７ １２．５ ２２．４ ３１．９ ８．５ ３．９ ０．９ ０．３ ０．１ １３．６
無回答 ６．４ ３．４ ９．８ ２９．３ ３８．４ ９．０ １．５ １．０ ０．５ ０．７ １２．６
合計 １１．７ ３．８ ８．１ １８．３ ３３．５ １４．８ ６．１ １．７ ０．５ １．５ ２４．６

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 組合性格別

（％）
病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内

全医労 ４９３ ２９．６ ２５．８ ３４．２ ８．０ ２．２ ８９．７
全厚労 ６４ １６．７ １１．５ ４０．４ １８．０ １３．４ ６８．６
全日赤 ５９ ２６．４ １７．８ ３１．１ １１．０ １３．７ ７５．３
全ＪＣＨＯ病院労組 ８ ３９．０ ８．５ ２０．３ １８．６ １３．６ ６７．８
全労災 １１７ １３．４ ９．２ ４０．５ ２３．３ １３．６ ６３．１
国共病組 ７ １７．１ ５．７ ２１．４ １２．１ ４３．６ ４４．３
公的病院 １３ １１．３ １５．４ ５８．１ １５．２ ８４．８
自治体 １５９ ２０．４ １９．３ ３５．１ １４．９ １０．４ ７４．８
大学 ３９ １７．１ ２．３ １３．６ ３３．０ ３４．１ ３３．０
民医連・医療生協 １３７ ２２．７ ９．２ ２６．５ ２２．７ １８．８ ５８．４
地場一般病院 ２５ ２１．３ １７．３ １９．６ ２４．５ １７．３ ５８．２
地場精神病院 ２８ ２０．３ １８．７ ３９．２ １４．７ ７．１ ７８．２

合計 １，１４９ ２３．６ １８．２ ３３．５ １４．８ ９．８ ７５．４

実施資料 Ⅱ

医療労働 ２３



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９９ １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００ ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１ ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２ ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３ ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４ ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５ ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６ ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７ ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８ １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９ ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０ ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１ １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２ １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３ １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４ ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５ ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４
２０１６ １．６ ２４．６ ４９．４ １９．３ ５．１ ７３．８
２０１７ ２．６ ２４．４ ４８．２ １９．９ ４．９ ７３．０
２０１８ ２．７ ２４．３ ４８．７ １８．９ ５．４ ７３．０
２０１９ ２．５ ２４．２ ５０．２ １８．５ ４．６ ７３．３
２０２０ ２．１ ２３．７ ４８．５ ２０．５ ５．３ ７４．２
２０２１ ２．４ ２３．５ ４７．８ ２０．９ ５．４ ７４．１
２０２２ ２．９ ２１．６ ５１．１ １８．９ ５．５ ７５．５
２０２３ ２．３ ２２．４ ４８．７ １９．８ ６．８ ７５．２
２０２４ １．９ ２１．５ ４７．７ ２１．８ ７．１ ７６．６
２０２５ ２．８ ２１．０ ４６．８ ２２．２ ７．２ ７６．２

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ２９ ２．８
２人 ２１８ ２１．０
３人 ４８５ ４６．８
４人 ２３０ ２２．２
５人 ５７ ５．５
６人 １０ １．０
７人 ４ ０．４
８人 １ ０．１
９人 １ ０．１

１０人以上 ２ ０．２
合計 １，０３７ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ４９３ １０，５７７ ６．９９
全厚労 ６４ １，２６６ ７．８８
全日赤 ５９ １，５４３ ７．４４
全労災 １１７ ２，９９０ ８．０７
国共病組 ７ １４０ ８．７１
公的病院 １３ ３８９ ７．５８
自治体 １５９ ３，５５５ ７．６５
大学 ３９ １，１４１ ８．４４
民医連・医療生協 １３７ ２，８８４ ７．８７
地場一般病院 ２５ ４２８ ７．７６
地場精神病院 ２８ ５３６ ７．５８
合計／平均 １，１４９ ２５，５０８ ７．７６

（日）
①３交替（正循環） ７．８４
②３交替（正循環以外） ７．２０

年 度 平均日数（日）
１９９４ ７．９９
１９９５ ７．８９
１９９６ ７．８６
１９９７ ７．７３
１９９８ ７．６３
１９９９ ７．６３
２０００ ７．６１
２００１ ７．６８
２００２ ７．７１
２００３ ７．５３
２００４ ７．６８
２００５ ７．６６
２００６ ７．６２
２００７ ７．５３
２００８ ７．５７
２００９ ７．５４
２０１０ ７．６２
２０１１ ７．６３
２０１２ ７．５９
２０１３ ７．６３
２０１４ ７．６８
２０１５ ７．６０
２０１６ ７．６３
２０１７ ７．６９
２０１８ ７．６２
２０１９ ７．６４
２０２０ ７．５３
２０２１ ７．６２
２０２２ ７．８０
２０２３ ７．７５
２０２４ ７．８５
２０２５ ７．７６

組合性格別

夜勤形態別月平均夜勤日数（３交替）

準夜勤人数

２４ 医療労働



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟50床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９９ １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００ ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１ ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２ ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３ ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４ ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５ ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６ ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７ ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８ １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９ ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０ ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１ １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２ １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３ １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４ １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５ １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２
２０１６ １．４ ３０．５ ５１．６ １１．９ ４．５ ６８．１
２０１７ ２．８ ２８．７ ５０．６ １３．５ ４．４ ６８．５
２０１８ ２．７ ２９．８ ５０．２ １２．７ ４．５ ６７．５
２０１９ ２．１ ２７．９ ５３．５ １２．１ ４．５ ７０．０
２０２０ １．９ ２８．６ ５１．７ １３．４ ４．５ ６９．５
２０２１ ２．１ ２８．２ ５０．０ １５．３ ４．４ ６９．７
２０２２ ２．９ ２５．１ ５４．３ １３．１ ４．６ ７２．０
２０２３ ２．２ ２６．０ ５０．６ １５．５ ５．７ ７１．８
２０２４ １．７ ２４．７ ５３．３ １５．５ ４．９ ７３．６
２０２５ ２．４ ２４．９ ５０．２ １６．７ ５．８ ７２．７

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ２５ ２．４
２人 ２５７ ２４．９
３人 ５１９ ５０．２
４人 １７２ １６．７
５人 ４０ ３．９
６人 １１ １．１
７人 ５ ０．５
８人 ２ ０．２

１０人以上 ２ ０．２
合計 １，０３３ １００．０

（人）
正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ３２，５１５ １，２３１ １１１ ３３，８５７ １，１４９ ４８，６３９

看護職員
以外 ２，０９５ ２，６１１ ７３２ ５，４３８

看護要員 ３９，２９５

（人）
年 度 看護職員 看護要員
１９９４ ２２．７ ２５．２
１９９５ ２１．６ ２３．９
１９９６ ２２．６ ２４．７
１９９７ ２３．３ ２５．５
１９９８ ２３．２ ２５．３
１９９９ ２２．９ ２５．２
２０００ ２３．１ ２５．１
２００１ ２２．８ ２５．１
２００２ ２３．６ ２５．８
２００３ ２３．４ ２５．８
２００４ ２４．０ ２６．３
２００５ ２３．７ ２６．０
２００６ ２４．８ ２７．１
２００７ ２６．３ ２８．７
２００８ ２６．６ ２９．０
２００９ ２７．５ ２９．７
２０１０ ２９．５ ３２．５
２０１１ ３０．１ ３３．９
２０１２ ２９．５ ３３．５
２０１３ ３１．２ ３５．５
２０１４ ３３．０ ３７．５
２０１５ ３２．７ ３７．４
２０１６ ３３．３ ３８．２
２０１７ ３３．３ ３７．８
２０１８ ３３．０ ３８．０
２０１９ ３３．９ ３８．８
２０２０ ３３．４ ３８．４
２０２１ ３３．１ ３８．２
２０２２ ３３．８ ３９．１
２０２３ ３４．１ ３９．２
２０２４ ３４．９ ４０．４
２０２５ ３４．８ ４０．４

深夜勤人数

（人）
看護職員 ３４．８
看護要員 ４０．４

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外の割合 １３．８４
看護職員の臨時・パート ３．６４
看護職員の派遣等 ０．３３
看護職員以外の臨時・パート ４８．０１
看護職員以外の派遣等 １３．４６

看護職員以外に占める雇用形態別の割合
（％）

（人）
看護職員 看護要員

①３交替（正循環） ３３．７ ３９．０
②３交替（正循環以外） ３１．１ ３７．５

夜勤形態別５０床当たりの看護職員・看護要員（３交替）

実施資料 Ⅱ

医療労働 ２５



Ⅱ‐８ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐９ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐10 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（３交替病棟）

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等
全医労 ６．９９ １２．２ ２．２ ０．３ ３７．０ １２．１
全厚労 ７．８８ １５．２ ３．４ ０．４ ３１．６ １６．９
全日赤 ７．４４ １３．０ ２．２ １９．２ １７．８
全労災 ８．０７ １０．４ １．７ ０．２ ５７．７ ４２．３
国共病組 ８．７１ １５．１ ３．８ ９０．９ ９．１
公的病院 ７．５８ ３．５ ０．５ ５０．０
自治体 ７．６５ １４．４ ４．７ ８８．４ ６．０
大学 ８．４４ １２．２ ０．５ ０．２ ５８．２ ４１．８
民医連・医療生協 ７．８７ ２０．９ ９．８ ０．５ ４１．５ ６．４
地場一般病院 ７．７６ １４．３ １７．６ ３．６ ８４．９
地場精神病院 ７．５８ ２７．２ ７．４ ０．４ ４５．７ １．４
合計／平均 ７．７６ １３．８ ３．６ ０．３ ４８．０ １３．５

施設数 病棟数 病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ９３ ４９３ ４２．８ ３４．８ ４．８ ３９．７
全厚労 １６ ６４ ４２．９ ３３．０ ５．９ ３９．０
全日赤 １１ ５９ ３８．８ ４３．４ ６．５ ４９．９
全労災 １４ １１７ ３８．２ ４１．５ ４．８ ４６．３
国共病組 １ ７ ４０．９ ３２．５ ５．８ ３８．３
公的病院 ２ １３ ４８．５ ３４．９ １．３ ３６．２
自治体 ２７ １５９ ４４．０ ３４．２ ５．８ ４０．０
大学 ２ ３９ ３２．９ ４９．４ ６．９ ５６．３
民医連・医療生協 ３９ １３７ ４１．４ ３２．１ ８．５ ４０．６
地場一般病院 ９ ２５ ４７．０ ２３．８ ４．０ ２７．７
地場精神病院 ５ ２８ ５６．９ １７．５ ６．５ ２４．０
合計／平均 ２２３ １，１４９ ４２．３ ３４．８ ５．６ ４０．４

Ⅱ‐11 組合性格別基本データ（３交替病棟）

年 度 割合（％）
２００１ ９．０
２００２ ８．４
２００３ ９．２
２００４ ９．０
２００５ ８．７
２００６ ８．３
２００７ ８．５
２００８ ８．３
２００９ ７．５
２０１０ ９．２
２０１１ １１．３
２０１２ １２．０
２０１３ １２．１
２０１４ １２．１
２０１５ １２．５
２０１６ １２．８
２０１７ １２．０
２０１８ １３．２
２０１９ １２．４
２０２０ １３．０
２０２１ １３．２
２０２２ １３．６
２０２３ １３．０
２０２４ １３．６
２０２５ １３．８

年 度 割合（％）
２００１ ５．９
２００２ ５．８
２００３ ６．６
２００４ ２．７
２００５ ２．６
２００６ ２．３
２００７ ２．４
２００８ ３．１
２００９ ３．５
２０１０ ３．５
２０１１ ３．９
２０１２ ４．３
２０１３ ３．９
２０１４ ４．５
２０１５ ４．４
２０１６ ４．２
２０１７ ４．０
２０１８ ４．２
２０１９ ４．４
２０２０ ４．０
２０２１ ３．８
２０２２ ３．５
２０２３ ４．０
２０２４ ４．６
２０２５ ４．０

年 度 割合（％）
２００１ ４４．１
２００２ ４２．２
２００３ ４３．７
２００４ ４３．８
２００５ ４３．８
２００６ ４７．８
２００７ ４７．９
２００８ ５１．０
２００９ ５３．９
２０１０ ５２．４
２０１１ ５９．５
２０１２ ６３．４
２０１３ ６５．５
２０１４ ６５．７
２０１５ ６１．６
２０１６ ６１．７
２０１７ ６１．０
２０１８ ５９．９
２０１９ ６１．３
２０２０ ５７．２
２０２１ ５８．３
２０２２ ５８．９
２０２３ ５７．３
２０２４ ６０．６
２０２５ ６１．５

２６ 医療労働



（％）
病棟数 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 ４回以内

全医労 ４４５ ３２．２ ４６．３ １６．５ ５．０ ７８．５
全厚労 ２９８ ２４．２ ３２．２ ２７．４ １６．２ ５６．４
全日赤 １２４ ２８．６ ３２．２ ３１．８ ７．４ ６０．８
全ＪＣＨＯ病院労組 ５９ ２３．７ ３３．８ ２６．２ １６．２ ５７．６
全労災 １４ ７．０ １１．６ ９．３ ７２．１ １８．６
国共病組 １８ １６．８ ３９．９ ３７．２ ６．１ ５６．７
公的病院 １ ８４．６ １５．４ １００．０
自治体 ９０ ２０．７ ３５．７ ２８．０ １５．６ ５６．４
大学 １４５ ２６．３ １９．６ ２８．３ ２５．８ ４５．９
民医連・医療生協 １０５ ２１．０ ３５．１ ２９．３ １４．６ ５６．１
地場一般病院 ８０ ２３．８ ３３．５ ２６．９ １５．８ ５７．３
地場精神病院 １４ ３６．８ ５１．６ １０．９ ０．７ ８８．４

合計 １，３９３ ２７．１ ３５．９ ２４．４ １２．６ ６３．０

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上

４.５回
以上

ICU・CCU等 ８．０ ０．５ ７．５ ３．５ ２１．５ ７．６ ２１．７ ５．２ １２．２ １２．４ ５９．１ （％）
急性期一般 １３．７ １．２ １１．９ ４．８ ３２．１ ７．４ １８．３ ２．７ ４．３ ３．６ ３６．３
地域包括医療 １２．５ １．１ １６．９ ３．８ ２９．２ １０．８ １３．３ ４．７ ４．７ ３．０ ３６．４
地域一般 １１．８ １．３ １４．３ ６．３ ３９．０ ６．９ １２．４ ２．７ １．９ ３．３ ２７．２
地域包括ケア １０．９ １．３ １３．８ ４．６ ３２．０ ４．７ １７．６ ２．５ ５．７ ６．９ ３７．４
回復期リハ １２．２ １．６ １４．９ ４．２ ３７．９ ４．５ １５．７ １．６ ４．１ ３．４ ２９．３
療養病棟 ９．４ ２．１ １８．９ ８．３ ３４．１ ６．７ １２．５ １．７ ３．８ ２．５ ２７．１
精神 ９．１ １．３ １７．９ ７．０ ３４．１ ５．４ ９．５ ０．６ ５．７ ９．４ ３０．６
その他 １３．３ ２．５ １９．１ ６．７ ２９．７ ７．２ １１．１ ２．０ ３．２ ５．２ ２８．７
無回答 １６．７ １．７ １３．３ ４．８ ２９．０ ７．２ １９．２ ２．０ ２．２ ３．９ ３４．６
合計 １２．７ １．４ １３．０ ５．０ ３０．９ ７．２ １７．２ ２．７ ４．９ ４．９ ３７．０

病棟数 ２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ICU・CCU等 １４０ ２７８ １８ ２６２ １２１ ７４８ ２６４ ７５６ １８１ ４２４ ４３３ ３，４８５ １４．０ ６１
急性期一般 ７５３ ２，５１８ ２２７ ２，１９６ ８７４ ５，８９６ １，３６１ ３，３６７ ４９２ ７９８ ６６３１８，３９２ １９．０ ２２０
地域包括医療 ２３ ５９ ５ ８０ １８ １３８ ５１ ６３ ２２ ２２ １４ ４７２ １０．０ ７
地域一般 ２９ ７９ ９ ９６ ４２ ２６１ ４６ ８３ １８ １３ ２２ ６６９ １２．０ １９
地域包括ケア ５５ １１７ １４ １４７ ４９ ３４２ ５０ １８８ ２７ ６１ ７４ １，０６９ １３．０ ３３
回復期リハ ４８ １１７ １５ １４３ ４０ ３６３ ４３ １５１ １５ ３９ ３３ ９５９ １０．０ １７
療養病棟 ６４ １２４ ２８ ２５０ １１０ ４５１ ８８ １６５ ２２ ５０ ３３ １，３２１ １０．０ １６
精神 ３６ ６４ ９ １２６ ４９ ２４０ ３８ ６７ ４ ４０ ６６ ７０３ １１．０ １１
その他 １６２ ４７９ ９１ ６８７ ２４３ １，０６９ ２６１ ３９９ ７１ １１７ １８６ ３，６０３ １１．０ ９０
無回答 ８３ ３０８ ３１ ２４６ ８８ ５３７ １３４ ３５５ ３７ ４０ ７３ １，８４９ １２．０ ７
合計 １，３９３ ４，１４３ ４４７ ４，２３３ １，６３４１０，０４５ ２，３３６ ５，５９４ ８８９ １，６０４ １，５９７３２，５２２

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 職場の区分別
（人） （回） （人）

（人） （％）
年 度 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 計 年 度 ３回以内 ３.５～４回 ４.５～５回 ５.５回以上 ４回以内
２００９ ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９ ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０ ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０ ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１ ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２ ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２ ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３ ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３ ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４ ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４ ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５ ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９
２０１６ ８，２９４ １１，５８８ ６，８３２ ３，２０９ ２９，９２３ ２０１６ ２７．７ ３８．７ ２２．８ １０．７ ６６．４
２０１７ ７，５０６ １０，２２２ ５，６９６ ２，５６７ ２５，９９１ ２０１７ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２
２０１８ ６，５７１ ９，３５６ ５，９５２ ２，８４９ ２４，７２８ ２０１８ ２６．６ ３７．８ ２４．１ １１．５ ６４．４
２０１９ ７，１０３ ９，９２９ ５，８３１ ２，５８９ ２５，４５２ ２０１９ ２７．９ ３９．０ ２２．９ １０．２ ６６．９
２０２０ ７，６４１ １１，０６４ ６，９５３ ３，３６９ ２９，０２７ ２０２０ ２６．３ ３８．１ ２４．０ １１．６ ６４．４
２０２１ ７，０２６ ９，５３７ ７，２３６ ３，８６３ ２７，６６２ ２０２１ ２５．４ ３４．５ ２６．２ １４．０ ５９．９
２０２２ ６，９８９ ９，３１６ ６，８３１ ３，２３４ ２６，３７０ ２０２２ ２６．５ ３５．３ ２５．９ １２．３ ６１．８
２０２３ ７，５４３ ９，６４２ ７，２２８ ３，９３８ ２８，３５１ ２０２３ ２６．６ ３４．０ ２５．５ １３．９ ６０．６
２０２４ ８，０３８ １１，１６３ ７，８５６ ４，１８１ ３１，２３８ ２０２４ ２５．７ ３５．７ ２５．１ １３．４ ６１．５
２０２５ ８，８２３ １１，６７９ ７，９３０ ４，０９０ ３２，５２２ ２０２５ ２７．１ ３５．９ ２４．４ １２．６ ６３．０

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

実施資料 Ⅱ Ⅲ

医療労働 ２７



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ４４５ １０，６９２ ３．７５
全厚労 ２９８ ６，７４８ ４．１６
全日赤 １２４ ３，２２０ ３．９４
全JCHO病院労組 ５９ １，１６７ ４．１４
全労災 １４ ４３ ５．６５
国共病組 １８ ３２８ ４．１５
公的病院 １ １３ ２．８５
自治体 ９０ ２，２４９ ４．２４
大学 １４５ ４，３０２ ４．３７
民医連・医療生協 １０５ １，９２１ ４．２４
地場一般病院 ８０ １，５５４ ４．１６
地場精神病院 １４ ２８５ ３．６０
合計／平均 １，３９３ ３２，５２２ ４．１１

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 ３３ ２．５
２人 １７１ １３．１
３人 ６５４ ５０．２
４人 ３２０ ２４．５
５人 ７０ ５．４
６人 ２６ ２．０
７人 ６ ０．５
８人 ６ ０．５
９人 ５ ０．４

１０人以上 １３ １．０
合計 １，３０４ １００．０

Ⅲ‐６ 夜勤の体制（２交替病棟）

年 度 平均（回）
２００１ ３．９２
２００２ ３．９７
２００３ ３．７８
２００４ ３．８１
２００５ ３．８０
２００６ ３．８７
２００７ ３．８６
２００８ ３．９１
２００９ ３．８９
２０１０ ４．１９
２０１１ ４．０３
２０１２ ４．０１
２０１３ ４．１０
２０１４ ４．０７
２０１５ ４．０９
２０１６ ４．０４
２０１７ ４．０１
２０１８ ４．１２
２０１９ ４．０９
２０２０ ４．１１
２０２１ ４．１４
２０２２ ４．１４
２０２３ ４．２８
２０２４ ４．０９
２０２５ ４．１１

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００６ ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７ ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８ ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９ ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０ ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１ ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２ １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３ ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４ ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５ ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１
２０１６ ２．６ １４．０ ４８．５ ２６．２ ８．８ ８３．５
２０１７ ２．５ １５．８ ５０．８ ２５．６ ５．３ ８１．６
２０１８ ２．４ １６．０ ５３．４ ２３．０ ５．２ ８１．６
２０１９ ３．１ １５．１ ４９．８ ２３．４ ８．７ ８１．９
２０２０ １．３ １４．６ ５５．２ ２１．６ ７．２ ８４．０
２０２１ １．１ １５．３ ４８．２ ２６．７ ８．７ ８３．６
２０２２ ２．６ １５．６ ５１．２ ２３．０ ７．６ ８１．８
２０２３ ２．２ １３．７ ５０．７ ２４．９ ８．４ ８４．１
２０２４ １．９ １２．９ ４８．９ ２６．７ ９．７ ８５．２
２０２５ ２．５ １３．１ ５０．２ ２４．５ ９．７ ８４．４

組合性格別

Ⅲ‐５ ２交替16時間以上・16時間未満の夜勤回数

２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上 合計 平均

夜勤回数
１６時間以上 １，９３９ ２１３ ２，２０１ ８１５ ５，２３０ １，１２７ ２，７３４ ３２２ ６２１ ２８７ １５，４８９ ３．９３

割 合（％） １２．５ １．４ １４．２ ５．３ ３３．８ ７．３ １７．７ ２．１ ４．０ １．９ １００．０

１６時間未満 １，７５５ １５７ １，５３２ ５２９ ３，４６８ ９１６ ２，３３２ ４８２ ９０７ １，１７０ １３，２４８ ４．２０

割 合（％） １３．２ １．２ １１．６ ４．０ ２６．２ ６．９ １７．６ ３．６ ６．８ ８．８ １００．０

２８ 医療労働



Ⅲ‐８ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐10 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 病棟50床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）
（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ３８，９６９ １，４９５ １１０ ４０，５７４ １，３９３ ５４，８６４

看護職員
以外 ２，２９７ ２，６７８ １，２８８ ６，２６３

看護要員 ４６，８３７

（人）
看護職員 ３７．０
看護要員 ４２．７

看護職員以外の割合 １３．３７
看護職員の臨時・パート ３．６８
看護職員の派遣等 ０．２７
看護職員以外の臨時・パート ４２．７６
看護職員以外の派遣等 ２０．５７

（人）
年度 看護職員 看護要員
１９９８ １８．３ ２３．７
１９９９ １７．９ ２３．２
２０００ １８．１ ２３．１
２００１ １９．３ ２４．２
２００２ １８．４ ２４．１
２００３ １８．９ ２５．０
２００４ １８．５ ２５．４
２００５ １８．３ ２５．２
２００６ ２１．０ ２６．５
２００７ ２４．６ ２８．５
２００８ ２４．４ ２８．５
２００９ ２５．３ ２９．１
２０１０ ２６．５ ３１．７
２０１１ ２７．５ ３２．９
２０１２ ２９．８ ３５．３
２０１３ ３１．６ ３６．４
２０１４ ３４．１ ３９．３
２０１５ ３４．７ ３９．９
２０１６ ３５．２ ４０．３
２０１７ ３５．０ ３９．８
２０１８ ３４．０ ３８．８
２０１９ ３４．９ ３９．７
２０２０ ３６．４ ４１．２
２０２１ ３６．９ ４１．６
２０２２ ３６．７ ４１．９
２０２３ ３７．５ ４２．９
２０２４ ３６．４ ４２．５
２０２５ ３７．０ ４２．７

年 度 割合（％）
２００１ ２０．４
２００２ ２３．７
２００３ ２４．５
２００４ ２７．１
２００５ ２７．１
２００６ ２０．９
２００７ １３．８
２００８ １４．４
２００９ １３．３
２０１０ １６．６
２０１１ １６．４
２０１２ １５．３
２０１３ １３．３
２０１４ １３．２
２０１５ １３．１
２０１６ １２．７
２０１７ １２．１
２０１８ １２．４
２０１９ １２．０
２０２０ １１．９
２０２１ １１．３
２０２２ １２．２
２０２３ １２．６
２０２４ １４．３
２０２５ １３．４

年 度 割合（％）
２００１ ６．１
２００２ ５．８
２００３ ４．５
２００４ ３．７
２００５ ３．４
２００６ ３．６
２００７ ２．５
２００８ ２．９
２００９ ４．１
２０１０ ５．０
２０１１ ５．３
２０１２ ４．９
２０１３ ６．３
２０１４ ５．１
２０１５ ４．１
２０１６ ４．０
２０１７ ３．３
２０１８ ３．４
２０１９ ３．９
２０２０ ３．８
２０２１ ３．８
２０２２ ３．５
２０２３ ３．２
２０２４ ４．０
２０２５ ４．０

年 度 割合（％）
２００１ ２５．３
２００２ ２６．２
２００３ ２６．５
２００４ ２０．１
２００５ ２０．３
２００６ ２８．６
２００７ ３４．４
２００８ ３２．６
２００９ ３６．９
２０１０ ３８．１
２０１１ ３８．４
２０１２ ４０．７
２０１３ ４８．２
２０１４ ５５．８
２０１５ ５５．７
２０１６ ５２．２
２０１７ ５５．２
２０１８ ５３．２
２０１９ ５７．３
２０２０ ５７．３
２０２１ ６１．９
２０２２ ６２．２
２０２３ ６２．６
２０２４ ６６．４
２０２５ ６３．３

50床当たりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外に占める雇用形態別の割合
（％）

実施資料 Ⅲ

医療労働 ２９



Ⅲ‐12 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師（人）
（％は対看護職員）

夜勤専門看護師の有無
（％は対病棟）性格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護職員計

①３交替（正循環） ３１２ １３，３０５ ８，９１７ ３１３ ２３ ９，２５３ １０，５９２ ８２ ０．９ ４８ １５．４
②３交替（正循環以外） ６００ ２５，２２３ １６，７９３ ５７３ ５１ １７，４１７ ２０，４５０ １６１ ０．９ ９７ １６．２
①と②の合計 ９１２ ３８，５２８ ２６，６７０ ３１，０４２ ２４３ １４５
割合（％） ３９．６ ４１．３ ３９．７ ３９．９ ０．９ １５．９

③混合
（３交替・２交替） ２３９ １０，１３７ ６，８３０ ３４８ ３７ ７，２１５ ８，３２４ １１１ １．５ ５１ ２１．３

割合（％） １０．４ １０．９ １０．７ １０．７ １．５ ２１．３
④２交替
（拘束１６時間未満） ６０６ ２３，６６７ １７，６８０ ３０４ ２２ １８，００６ ２０，５３８ １２５ ０．７ ８４ １３．９

⑤２交替
（拘束１６時間以上） ５４８ ２１，０６０ １４，４５９ ８４３ ５１ １５，３５３ １７，９７５ ２４５ １．６ １５０ ２７．４

④と⑤の合計 １，１５４ ４４，７２７ ３３，３５９ ３８，５１３ ３７０ ２３４
割合（％） ５０．１ ４７．９ ４９．６ ４９．５ １．１ ２０．３
合計／平均 ２，３０５ ９３，３９２ ６４，６７９ ２，３８１ １８４ ６７，２４４ ７７，８７９ ７２４ １．１ ４３０ １８．７

Ⅲ‐11 組合性格別基本データ（２交替病棟）

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ７４ ４４５ ４２．９ ３５．７ ４．４ ４０．１
全厚労 ４６ ２９８ ３８．１ ３５．９ ６．６ ４２．６
全日赤 １６ １２４ ４０．８ ３７．８ ５．４ ４３．２
全ＪＣＨＯ病院労組 １０ ５９ ３４．７ ３４．５ ６．７ ４１．２
全労災 ２ １４ ８．４ １９７．５ ３．８ ２０１．３
国共病組 ２ １８ ４１．３ ３７．３ ５．０ ４２．３
公的病院 １ １
自治体 １８ ９０ ４１．１ ３７．６ ５．９ ４３．５
大学 ６ １４５ ３６．１ ４７．０ ５．７ ５２．７
民医連・医療生協 ３５ １０５ ４０．１ ３２．１ ８．０ ４０．０
地場一般病院 １１ ８０ ３２．０ ３５．８ ７．１ ４２．９
地場精神病院 ２ １４ ５３．１ １７．４ ６．０ ２３．４
合計／平均 ２２３ １，３９３ ３９．４ ３７．０ ５．７ ４２．７

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等
全医労 ３．７５ １１．１ １．５ ０．３ ５１．２ ２３．０
全厚労 ４．１６ １５．６ ５．２ ０．２ ３８．８ １８．６
全日赤 ３．９４ １２．５ １．９ ３０．５ ２５．７
全ＪＣＨＯ病院労組 ４．１４ １６．３ ３．８ ０．１ ３６．４ ３１．３
全労災 ５．６５ １．９ １．７ １００．０
国共病組 ４．１５ １１．８ ２０．６ ６７．６ ３１．１
公的病院 ２．８５ １１．８ １３．３ ７５．０
自治体 ４．２４ １３．５ ５．１ ８５．２ ２．５
大学 ４．３７ １０．８ ０．７ ０．３ ２９．２ ５２．６
民医連・医療生協 ４．２４ １９．９ １０．４ １．４ ３５．６ ５．７
地場一般病院 ４．１６ １６．５ ８．４ ０．３ ３１．３ １．９
地場精神病院 ３．６０ ２５．６ ０．４

合計／平均 ４．１１ １３．４ ３．７ ０．３ ４２．８ ２０．６

３０ 医療労働



７０床以上 ３ ４ ７ ４２．９ ５７．１
６０～６９床 １２９ ８９ ２１８ ５９．２ ４０．８

４０～４９床 ３３５ ４８７ ８２２ ４０．８ ５９．２
５０～５９床 ３９４ ３７８ ７７２ ５１．０ ４９．０

２０～２９床 ５１ ７６ １２７ ４０．２ ５９．８
３０～３９床 ７７ １１６ １９３ ３９．９ ６０．１

（％）
病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 ７５ ８８ １６３ ４６．０ ５４．０
１０～１９床 ５９ ８５ １４４ ４１．０ ５９．０

Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合
（％）

年 度 ３交替 ２交替
２０００ ９２．３ ７．７
２００１ ９２．６ ７．４
２００２ ９１．５ ８．５
２００３ ９１．７ ８．３
２００４ ９１．５ ８．５
２００５ ９１．７ ８．３
２００６ ８８．７ １１．３
２００７ ８７．５ １２．５
２００８ ８３．３ １６．７
２００９ ８２．４ １７．６
２０１０ ７４．５ ２５．５
２０１１ ７６．３ ２３．７
２０１２ ７２．０ ２８．０
２０１３ ７０．６ ２９．４
２０１４ ７０．０ ３０．０
２０１５ ６７．９ ３２．１
２０１６ ６１．６ ３８．４
２０１７ ６２．８ ３７．２
２０１８ ６０．８ ３９．２
２０１９ ６０．７ ３９．３
２０２０ ５７．３ ４２．７
２０２１ ５６．０ ４４．０
２０２２ ５５．１ ４４．９
２０２３ ５１．６ ４８．４
２０２４ ４９．３ ５０．７
２０２５ ４５．２ ５４．８

Ⅳ‐２ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

（％）
３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替

全医労 ４９３ ４４５ ９３８ ５２．６ ４７．４
全厚労 ６４ ２９８ ３６２ １７．７ ８２．３
全日赤 ５９ １２４ １８３ ３２．２ ６７．８
全ＪＣＨＯ病院労組 ８ ５９ ６７ １１．９ ８８．１
全労災 １１７ １４ １３１ ８９．３ １０．７
国共病組 ７ １８ ２５ ２８．０ ７２．０
公的病院 １３ １ １４ ９２．９ ７．１
自治体 １５９ ９０ ２４９ ６３．９ ３６．１
大学 ３９ １４５ １８４ ２１．２ ７８．８
民医連・医療生協 １３７ １０５ ２４２ ５６．６ ４３．４
地場一般病院 ２５ ８０ １０５ ２３．８ ７６．２
地場精神病院 ２８ １４ ４２ ６６．７ ３３．３
合計／平均 １，１４９ １，３９３ ２，５４２ ４５．２ ５４．８

病棟数

病床数

実施資料 Ⅲ Ⅳ

医療労働 ３１



Ⅳ‐４ 病棟50床当たり看護職員数・看護要員数の比較

（人）
年 度 ３交替 ２交替
１９９８ ２２．９ １８．３
１９９９ ２３．１ １７．９
２０００ ２２．８ １８．１
２００１ ２３．６ １９．３
２００２ ２３．４ １８．４
２００３ ２４．０ １８．９
２００４ ２３．７ １８．５
２００５ ２４．８ １８．３
２００６ ２６．３ ２１．０
２００７ ２６．６ ２４．６
２００８ ２７．５ ２４．４
２００９ ２９．５ ２５．３
２０１０ ３０．１ ２６．５
２０１１ ３０．１ ２７．５
２０１２ ２９．５ ２９．８
２０１３ ３１．２ ３１．６
２０１４ ３３．０ ３４．１
２０１５ ３２．７ ３４．７
２０１６ ３３．３ ３５．２
２０１７ ３３．３ ３５．０
２０１８ ３３．０ ３４．０
２０１９ ３３．９ ３４．９
２０２０ ３３．４ ３６．４
２０２１ ３３．１ ３６．９
２０２２ ３３．８ ３６．７
２０２３ ３４．１ ３７．５
２０２４ ３４．９ ３６．４
２０２５ ３４．８ ３７．０

（人）
年 度 ３交替 ２交替
１９９８ ２５．２ ２３．７
１９９９ ２５．１ ２３．２
２０００ ２５．１ ２３．１
２００１ ２５．８ ２４．２
２００２ ２５．８ ２４．１
２００３ ２６．３ ２５．０
２００４ ２６．０ ２５．４
２００５ ２７．１ ２５．２
２００６ ２８．７ ２６．５
２００７ ２９．０ ２８．５
２００８ ２９．７ ２８．５
２００９ ３２．５ ２９．１
２０１０ ３３．９ ３１．７
２０１１ ３３．９ ３２．９
２０１２ ３３．５ ３５．３
２０１３ ３５．５ ３６．４
２０１４ ３７．５ ３９．３
２０１５ ３７．４ ３９．９
２０１６ ３８．２ ４０．３
２０１７ ３７．８ ３９．８
２０１８ ３８．０ ３８．８
２０１９ ３８．８ ３９．７
２０２０ ３８．４ ４１．２
２０２１ ３８．２ ４１．６
２０２２ ３９．１ ４１．９
２０２３ ３９．２ ４２．９
２０２４ ４０．４ ４２．５
２０２５ ４０．４ ４２．７

Ⅳ‐６ ３交替・２交替別職場の区分（病棟）

病棟数
３交替 ２交替 ３交替（％）２交替（％）

職
場
の
区
分

ICU・CCU等 １２２ １４０ １０．６ １０．１
急性期一般 ４９８ ７５３ ４３．３ ５４．１
地域包括医療 ２３ ２３ ２．０ １．７
地域一般 １５ ２９ １．３ ２．１
地域包括ケア ４３ ５５ ３．７ ３．９
回復期リハ ２９ ４８ ２．５ ３．４
療養病棟 ８９ ６４ ７．７ ４．６
精神 ９０ ３６ ７．８ ２．６
その他 １６８ １６２ １４．６ １１．６
無回答 ７４ ８３ ６．４ ６．０
合計 １，１５１ １，３９３ １００．０ １００．０

施設数 病棟数 病棟数
割合（％）３交替 ２交替 混合

３交替制のみの施設（夜勤の形態①・②） １０１ ５９７ ３１．２
２交替制のみの施設（夜勤の形態④・⑤） １０１ ７８５ ３１．２
混合施設（夜勤の形態①～⑤の混合） １２２ ３１５ ３６９ ２３９ ３７．７

合計 ３２４ ９１２ １，１５４ ２３９

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

看護職員 看護要員

３２ 医療労働



夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １１ ２７ ２２ １０ １５．７ ３８．６ ３１．４ １４．３
１０～１９床 １ １４ １９ ２０ １．９ ２５．９ ３５．２ ３７．０
２０～２９床 ４ ２０ １５ １２ ７．８ ３９．２ ２９．４ ２３．５
３０～３９床 ２ １８ ３１ ２０ ２．８ ２５．４ ４３．７ ２８．２
４０～４９床 ３ ６４ １４９ ７８ １．０ ２１．８ ５０．７ ２６．５
５０～５９床 ４ ５１ １９１ １０６ １．１ １４．５ ５４．３ ３０．１
６０～６９床 ２０ ４５ ５２ １７．１ ３８．５ ４４．４
７０床以上 １ １ ５０．０ ５０．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １１ ２８ ２３ ８ １５．７ ４０．０ ３２．９ １１．４
１０～１９床 １ １２ ２１ ２０ １．９ ２２．２ ３８．９ ３７．０
２０～２９床 ２ ２２ １６ １１ ３．９ ４３．１ ３１．４ ２１．６
３０～３９床 ２ ２３ ２６ ２０ ２．８ ３２．４ ３６．６ ２８．２
４０～４９床 ２ ７４ １６２ ５４ ０．７ ２５．３ ５５．５ １８．５
５０～５９床 ２ ６６ ２０３ ７９ ０．６ １８．９ ５８．０ ２２．６
６０～６９床 ２８ ５３ ３６ ２３．９ ４５．３ ３０．８
７０床以上 １ １ ５０．０ ５０．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １２ ３１ ２４ １７ １４．３ ３６．９ ２８．６ ２０．２
１０～１９床 ２ １９ ２２ ４０ ２．４ ２２．９ ２６．５ ４８．２
２０～２９床 ２ １９ ２３ ２７ ２．８ ２６．８ ３２．４ ３８．０
３０～３９床 １２ ６８ ２６ １１．３ ６４．２ ２４．５
４０～４９床 ３９ ２５７ １６５ ８．５ ５５．７ ３５．８
５０～５９床 ６ ３１ １８４ １３０ １．７ ８．８ ５２．４ ３７．０
６０～６９床 ９ ４４ ３１ １０．７ ５２．４ ３６．９
７０床以上 ４ １００．０

Ⅳ‐７ 夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

準夜

深夜

２交替

実施資料 Ⅳ

医療労働 ３３



Ⅴ‐１ 外来の夜勤職場数と形態

看護要員
看護職員 看護職員以外

夜勤要員 夜勤看護
要員以外夜勤形態 職場数 割合（％） 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替（正循環） １４ １１．１ ４２５ ３２３ ６１ １ ３８５ ３９ １ ４０ ２８７
②３交替（正循環以外） １４ １１．１ ７４９ ４９２ １５４ １ ６４７ ７４ ２８ １０２ ２８７
③混合（３交替・２交替） １１ ８．７ ４１９ ２７４ ９６ ２８ ３９８ ６ １２ ３ ２１ ２２０
④２交替（拘束１６時間未満） ２１ １６．７ ８２４ ５１７ １９７ ７１４ １４ ９１ ５ １１０ ３１３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３５ ２７．８ １，３８９ ８５８ ４０４ ３ １，２６５ １８ ８４ ２２ １２４ ５０６ １１
⑥当直・２交替 ５ ４．０ ３１０ １２１ ７７ １９８ ３ ９７ １２ １１２ ８３
⑦当直 ２６ ２０．６ ６８３ ３４８ ２８０ ４ ６３２ １５ ３５ １ ５１ ２３６

合計 １２６ １００．０ ４，７９９ ２，９３３ １，２６９ ３７ ４，２３９ ５６ ４３２ ７２ ５６０ １，９３２ １１

夜勤形態 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
①３交替（正循環） ９０．６ ９．４ １６．１ １００．０ ７４．５
②３交替（正循環以外） ８６．４ １３．６ ２４．０ １００．０ ４４．４
③混合（３交替・２交替） ９５．０ ５．０ ３１．２ ７１．４ ５５．３
④２交替（拘束１６時間未満） ８６．７ １３．３ ２７．６ ８７．３ ４３．８
⑤２交替（拘束１６時間以上） ９１．１ ８．９ ３２．２ ８５．５ ４０．０ ８．９
⑥当直・２交替 ６３．９ ３６．１ ３８．９ ９７．３ ４１．９
⑦当直 ９２．５ ７．５ ４４．９ ７０．６ ３７．３

平均 ８８．３ １１．７ ３０．８ ９０．０ ４５．６ ２．０

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２７２ ５３．９
３.５～４回 １０９ ２１．６
４.５～５回 ４８ ９．５
５.５回以上 ７６ １５．０
４回以内 ３８１ ７５．４
合計 ５０５ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２４２ ７０．１
３.５～４回 ５１ １４．８
４.５～５回 １９ ５．５
５.５回以上 ３３ ９．６
４回以内 ２９３ ８４．９
合計 ３４５ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ９４ ８２．５
３.５～４回 ２０ １７．５
４.５～５回
５.５回以上
４回以内 １１４ １００．０
合計 １１４ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２４７ ８７．６
３.５～４回 ２５ ８．９
４.５～５回 ８ ２．８
５.５回以上 ２ ０．７
４回以内 ２７２ ９６．５
合計 ２８２ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ６３ ２５．３
７日 ２６ １０．４
８日 ６６ ２６．５
９日 ６７ ２６．９

１０日以上 ２７ １０．８
８日以内 １５５ ６２．２
合計 ２４９ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 １６４ ５４．７
７日 ２９ ９．７
８日 ４９ １６．３
９日 ２８ ９．３

１０日以上 ３０ １０．０
８日以内 ２４２ ８０．７
合計 ３００ １００．０

日数 人数 割合（％） 回数 人数 割合（％）
６日以内 ５４ ５５．７ ３回以内 ８３ ６０．１
７日 ４ ４．１ ３.５～４回 ２４ １７．４
８日 ２１ ２１．６ ４.５～５回 ２３ １６．７
９日 １３ １３．４ ５.５回以上 ８ ５．８

１０日以上 ５ ５．２ ４回以内 １０７ ７７．５
８日以内 ７９ ８１．４ 合計 １３８ １００．０
合計 ９７ １００．０

（人）

（％）

Ａ：看護要員に占める看護職員の割合
Ｂ：看護要員に占める看護職員以外の割合
Ｃ：看護職員に占める臨時・パートおよび派遣等の

割合
Ｄ：看護職員以外に占める臨時・パートおよび派遣

等の割合
Ｅ：看護職員に占める夜勤に入った人の割合
Ｆ：看護職員以外に占める夜勤に入った人の割合

①３交替（正循環） ②３交替（正循環以外） ③混合（３交替・２交替）

④２交替（拘束16時間未満） ⑤２交替（拘束16時間以上）⑥当直・２交替 ⑦当直

３４ 医療労働



Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

夜勤形態 職場数 夜勤人数（人）平均回数（回）
①３交替（正循環） １４ ２４９ ７．６７
②３交替（逆循環） １４ ３００ ６．２２
③混合（３交替・２交替） １１ ２３５ ４．４４
④２交替（拘束１６時間未満） ２１ ３４５ ２．９５
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３５ ５０５ ３．５１
⑥当直・２交替 ５ １１４ ２．８１
⑦当直 ２６ ２８２ ３．８７

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
９ ８ ６ ３ ６ ３２

２８．１％ ２５．０％ １８．８％ ９．４％ １８．８％

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
９ ９ ７ ４ ２９

３１．０％ ３１．０％ ２４．１％ １３．８％

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２９ ２５ １２ １ ６７

４３．３％ ３７．３％ １７．９％ １．５％

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１７ ６ ２ １ ２６

６５．４％ ２３．１％ ７．７％ ３．８％

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環）
②３交替（正循環以外） １ ２．５
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満） １０ ２５．０
⑤２交替（拘束１６時間以上） １６ ４０．０
⑥当直・２交替 １ ２．５
⑦当直 １２ ３０．０

合計 ４０ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環）
②３交替（逆循環）
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満）
⑤２交替（拘束１６時間以上）
⑥当直・２交替
⑦当直 ３ １００．０

合計 ３ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制

実施資料 Ⅴ

医療労働 ３５



施設数 平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上

全医労 ８３ ３３９ ３１１ ６ ９ ２６ ２２ １２ ３ ５
全厚労 ４４ ２７５ ２５５ ７ １３ ７ ８ ７ １ １
全日赤 １６ ４３９ ４０６ １ ２ ３ ２ ２ ３ １ ２
全JCHO病院労組 １０ ２７６ ２２７ ２ ２ ３ ２ １
全労災 １３ ３５１ ３４３ ４ １ ３ ３ ２
国共病組 １ ４１０ ４１０ １
公的病院 ２ ３２４ ２８８ １ １
自治体 ２８ ３０５ ２８０ ４ ７ ８ ４ ２ １ １ １
大学 ７ ８３９ ８１１ １ ２ ４
民医連・医療生協 ５０ １８４ １７３ １８ １６ １０ ４ ２
地場一般病院 １０ １８６ １６９ ２ ６ １ １
地場精神病院 ５ ３４４ ３２３ １ １ ２ １

９９床以下 １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～５９９ ６００～６９９ ７００～７９９ ８００～８９９ ９００床以上 全施設平均
許可病床数 ３４ ６２ ５１ ６９ ５４ ９ １３ ７ ３ ４ ３１８
稼働病床数 ４０ ６１ ６１ ４８ ３２ ７ １１ ４ １ ４ ２８５

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

Ⅵ‐２ 職場の区分（基礎項目）

ICU・
CCU等

急性期
一般

地域包括
医療 地域一般 地域包括

ケア
回復期
リハ 療養病棟 精神 その他 無回答

全医労 ７７ ３０８ １３ ２４ １２ １４ ７４ ６２ １７６ ５７
全厚労 ３８ ２２１ ４ ７ ２６ ６ １３ ８ １１ ５
全日赤 １８ ９７ ２ １ ４ ２ １ ２ ５ ３８
全JCHO病院労組 ７ ２７ １ ７ ３ １ ４ ９
全労災 １６ ８３ ３ ２ ４ １ １ ７
国共病組 １ １５ １ １ １
公的病院 １ ２ ２ １ ８
自治体 ２６ １３９ ８ １ ６ ３ ４ ６ １３ １３
大学 ３５ １１２ １ １ ２ ５ ２８
民医連・医療生協 １７ ７７ ９ ５ ２８ ３０ １９ ８ ２２ １０
地場一般病院 １４ ４１ ３ ３ ６ ７ ７ １５ ５
地場精神病院 ６ ３ １２ ２１

合計 ２５０ １，１２８ ４３ ４１ ９１ ７２ １３４ １２０ ２９０ １３７
割合（記載なしを除く） １１．５％ ５２．０％ ２．０％ １．９％ ４．２％ ３．３％ ６．２％ ５．５％ １３．４％

組合性格別稼働病床数の割合

組合性格別
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Ⅵ‐４ 夜勤協定の有無（基礎項目）

有 無 無回答 有の割合（％）
全医労 ４６ ４８ １６ ４１．８
全厚労 ３８ １３ ７４．５
全日赤 ８ ７ ２ ４７．１
全JCHO病院労組 ２ ７ １ ２０．０
全労災 １３ １ ９２．９
国共病組 １ １
公的病院 ２ １００．０
自治体 ２２ ７ ３ ６８．８
大学 ４ ４ ５０．０
民医連・医療生協 ４８ ４ ２ ８８．９
地場一般病院 ５ １０ ３３．３
地場精神病院 ７ １００．０

合計 １９５ １０２ ２５
割合（％） ６５．７ ３４．３

Ⅵ‐３ シフトの数

夜勤の形態 最大
シフト数

最少
シフト数

平均
（回）

①３交替（正循環） ８ ３ ３．９４
②３交替（正循環以外） １７ ２ ４．７７
③混合（３交替・２交替） ２０ ２ ５．２５
④２交替（拘束１６時間未満） １４ ２ ４．６４
⑤２交替（拘束１６時間以上） １７ １ ３．７８
⑥当直・２交替 ５ ２ ３．２０
⑦当直 ５ １ ２．５０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０ １４２ ４８ ７９ ９ ５ ３ ０ ０
②３交替（正循環以外） １ １５８ ７１ １７３ ４０ ２４ ５ ３ ２３
③混合（３交替・２交替） １ ４５ ３３ ６３ ４０ １７ ５ ４ ７
④２交替（拘束１６時間未満） ３７ １１２ １５８ １１１ ４８ ２２ ４０ ６ ６
⑤２交替（拘束１６時間以上） １１９ １１６ １７０ １００ １６ １０ ３ １ ５
⑥当直・２交替 ２ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０
⑦当直 １１ ３ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０．０ ４９．７ １６．８ ２７．６ ３．１ １．７ １．０ ０．０ ０．０
②３交替（正循環以外） ０．２ ３１．７ １４．３ ３４．７ ８．０ ４．８ １．０ ０．６ ４．６
③混合（３交替・２交替） ０．５ ２０．９ １５．３ ２９．３ １８．６ ７．９ ２．３ １．９ ３．３
④２交替（拘束１６時間未満） ６．９ ２０．７ ２９．３ ２０．６ ８．９ ４．１ ７．４ １．１ １．１
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２２．０ ２１．５ ３１．５ １８．５ ３．０ １．９ ０．６ ０．２ ０．９
⑥当直・２交替 ４０．０ ２０．０ ２０．０ ２０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
⑦当直 ５７．９ １５．８ ２１．１ ５．３ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

形態毎の回数 （個）

形態毎の割合 （％）

実施資料 Ⅵ
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看護職員 看護職員以外 看護要員 夜勤に入った人数

総
数
人
員（
人
）

総数 ９０，１５３ ２０，４９３ １１０，６４６ ６１，５６１
妊娠者数 １，００８ ７７ １，０８５ １５８
産休者数 ７９１ ６５ ８５６
育休者数 ３，０８８ ２３２ ３，３２０
育児短時間取得数 ３，７２５ １９８ ３，９２３ ５７６
介護休業取得数 ６２ ５ ６７
長期の病欠者数 ６８６ ９３ ７７９

総
数
人
員

と
の
割
合（
％
）

妊娠者数 １．１ ０．４ １．０ ０．３
産休者数 ０．９ ０．３ ０．８
育休者数 ３．４ １．１ ３．０
育児短時間取得数 ４．１ １．０ ３．５ ０．９
介護休業取得数 ０．１ ０．０ ０．１
長期の病欠者数 ０．８ ０．５ ０．７

Ⅵ‐７ 看護職員の妊産婦数・休業者数等
（基礎項目）

Ⅵ‐６ 職員総数と病院100床当たり人数（基礎項目）

病院１００床当たり人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外

全医労 １１０ ２５，７９４ ２９，８２５ ６，２６２ １１５．６ ２４．３ ５２．０ １０．９
全厚労 ５２ １１，２２８ １３，４１９ ３，２７１ １１９．５ ２９．１ ５３．０ １２．９
全日赤 １７ ６，４９９ ８，２２４ １，３６６ １２６．５ ２１．０ ５３．６ ８．９
全JCHO病院労組 １０ ２，２７４ ２，２０７ ３７８ ９７．１ １６．６ ５７．１ ９．８
全労災 １４ ４，４６５ ５，０８６ １，１８２ １１３．９ ２６．５ ５２．４ １２．２
国共病組 ２ ４１０ ６７３ １６ １６４．１ ３．９ ５７．２ １．４
公的病院 ２ ５７６ ６５４ ３９９ １１３．５ ６９．３ ４２．９ ２６．２
自治体 ３３ ７，８３２ １０，１６２ ３，７６６ １２９．７ ４８．１ ４９．８ １８．５
大学 ８ ５，６７４ ８，３４４ ９４７ １４７．１ １６．７ ５４．９ ６．２
民医連・医療生協 ５４ ８，６５４ ７，６７７ ２，１０９ ８８．７ ２４．４ ５１．８ １４．２
地場一般病院 １５ １，６９３ ２，９９８ ４３５ １７７．１ ２５．７ ５４．９ ８．０
地場精神病院 ７ １，６１６ ８８４ ３６２ ５４．７ ２２．４ ４４．１ １８．１

合計 ３２４ ７６，７１５ ９０，１５３ ２０，４９３ １１７．５ ２６．７ ５２．４ １１．９

Ⅵ‐５ 夜勤協定の日数（基礎項目）

３交替 ２交替
８日以内 ９日以内 １０日以内 １１日以上 ４回以内 ５回以内 ６回以内 ７回以上

全医労 ４４ ２６
全厚労 ２０ ７ １ １９ ２ ４
全日赤 ３ ２ １ ２
全労災 １２ １
国共病組
公的病院 ２
自治体 １２ ３ ３ ２ ４ １
大学 ２ ２
民医連・医療生協 ３４ ４ ５ １９ １１
地場一般病院 ５
地場精神病院 ４ ２ ２

合計 １３９ １８ ９ １ ７３ １９ ５

（人） （％）

（平均）
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施設数 ８時間未満 ８時間以上
１２時間未満

１２時間以上
１６時間未満 １６時間以上

全医労 ８ １ １ ２ ４
全厚労 ８ ４ ４
全日赤 １ １
全JCHO病院労組 ２ １ １
全労災
国共病組
公共労
公的病院
自治体 ２ ２
大学 １ １
民医連・医療生協 ２５ ４ １６ ５
地場一般病院 ２ ２
地場精神病院

Ⅵ‐12 インターバル協定の勤務間隔の組合性格別（基礎項目）

Ⅵ‐10 インターバル協定の有無
（基礎項目）

施設数 割合（％）
有 ５５ １９．９
無 ２２１ ８０．１

Ⅵ‐11 インターバル協定の勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 １ ２．０
８時間以上１２時間未満 １３ ２６．５
１２時間以上１６時間未満 ２６ ５３．１
１６時間以上 ９ １８．４

Ⅵ‐９ 勤務間隔は12時間以上あるか
（基礎項目）

施設数 割合（％）
有 １１２ ４６．１
無 １３１ ５３．９

Ⅵ‐８ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 ９５ ３９．１
８時間以上１２時間未満 ３６ １４．８
１２時間以上１６時間未満 ９９ ４０．７
１６時間以上 １３ ５．３

実施資料 Ⅵ
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